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     午前１０時００分  開議

○議長（後藤清喜君） ただいまの出席議員数は15人であります。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（後藤清喜君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により議長において、３番佐藤宣明君、４番阿

部 建君を指名いたします。よろしくお願いいたします。

                                           

     日程第２ 一般質問

○議長（後藤清喜君） 日程第２、昨日に引き続き、一般質問を行います。

  通告３番、髙橋兼次君。質問件名、１、水産業復興について。２、観光振興について。以上

２件について、一問一答方式による髙橋兼次君の登壇、発言を許します。２番髙橋兼次君。

     〔２番 髙橋兼次君 登壇〕

○２番（髙橋兼次君） おはようございます。２番でございます。

  ２番は、議長の許可をいただきましたので、通告をしておりました質問を行います。質問件

名は水産業復興についてでありまして、一問一答方式によりまして町長にお伺いするもので

あります。

  東日本大震災の発生から丸２年が経過をし、震災復興計画の復旧期最終年度となりました。

世界三大漁場の１つである三陸沿岸を中心として水産業は甚大な被害を受け、漁船、漁港な

ど水産関連の被害額は１兆2,600億強になりました。さらには、民間企業が所有する施設等の

被害額についても約1,600棟になりました。

  我が町におきましても膨大な被害をこうむり、発災以来その被害から脱するため、国、県や

関係市町村、さらには各種団体等の支援を賜り、漁港、漁場、漁船、養殖から水産加工、流

通まで水産業一体的再生を目指して取り組んできたところでありますが、震災から３年に入

っても今なお真の水産業復興にはほど遠いという被災者のご指摘やお叱りの言葉が大変多い

ことも事実であります。

  当町基幹産業のかなめである水産業がほかの産業へ与える影響ははかり知れないものがある
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ため、復興推進に全力を傾注し、一日も早い本当の意味での復興を成し遂げるべきと考える

ものであります。

  町長は、水産だけを特化して復旧・復興に当たることは大変難しいことがあるとの考えをお

持ちのようでありますが、水産業復興の停滞は町の発展に大きな影響を与えることになると

言っても過言でないと思います。今後の水産振興にどのような施策を講じていくのか伺うも

のであります。

  以上、登壇よりの質問といたします。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。

  それでは、髙橋議員のご質問、１件目、水産業の復興についてお答えをさせていただきます

が、今、水産に特化しての復興ということは難色を示したというようなお話がございました

が、私は震災以来、漁民の皆さん含め、それから漁協に行ってお話しさせていただいている

のは、ずっと水産の再生なくしてまちの再生なしと、そういうことをずっと言っております

ので、基本的には水産業の復興が町の再生に大きな影響を及ぼすと、そういう認識のもとで

この２年数カ月やってまいりましたんで、それはひとつご理解をいただきたいというふうに

思ってございます。

  それでは、本町では震災からの復興を掲げ、仮設魚市場の整備を手始めにさまざまな復旧・

復興事業を進めてまいりました。震災直後は気の遠くなるような復興への道のりにも感じら

れましたが、漁業者の皆様を初め、水産加工業に携わる皆様、造船業に携わる皆様、宮城県

や国など関係機関あるいは工事関連の方々など、関係される皆様の不断の努力と全国の皆様

からの多くのご支援に支えられ、当町水産業は一歩一歩着実に復旧が進んでいるものと認識

をいたしております。

  一例といたしましては、水産業の起点となります魚市場での水揚げ金額につきましては、平

成23年度で９億6,700万円、平成24年度は13億5,000万円と、震災前の水準に近いところまで

回復をしてまいりました。養殖漁業につきましては、ワカメは震災前をしのぐほどの生産高

となり、浜に活気が戻ってきましたことは大変喜ばしいことだと思っております。

  一方、カキやホタテについては、カキむき場の復旧や受け先である水産加工業の復旧がまだ

まだ思うように進んでいないため、水揚げ回復にはもう少し時間がかかるかと認識をいたし

ております。

  そういった意味では、水産加工業の復旧・復興も早急に進める必要があります。当町でも復
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興交付金による加工場等新設への補助制度を活用しまして、これまで２回の公募を実施しま

した。現在は事業採択された８つの事業者がそれぞれの事業プランにのっとった施設の整備

を進めており、順調にいけば今年度中にも何社か稼働してまいりますので、直接的な水揚げ

量の増大につながるものと期待をかけております。

  漁業に必要な漁船の復旧につきましても、独立法人中小企業基盤整備機構の制度を活用し、

仮設の造船所を設置するなどして対応してまいりました。小型の船外機船については９割方

復旧しているとのご報告を宮城県漁協の各支所さんからいただいております。養殖等に使用

する漁船については、議員ご存じのとおり町内の造船所で１船ずつ調整する必要があること

から、５割から７割程度の復旧にとどまっているようでございます。今年度中には民間事業

者による本設の造船所も整備されますことから、養殖船の整備もさらに進んでいくものと期

待をいたしておるところでございます。

  船を停泊する港のほうの復旧が進んでいないところは課題であり、漁業者の皆さんには大変

ご不便をおかけしているところでございます。復旧には順次取り組んでまいりますので、ご

理解と、そしてご協力を賜りますようにお願いを申し上げたいと思います。

  引き続き、課題ということでございますが、一口に水産業の復旧と申しましても裾野は広く、

それぞれが関連しておりますゆえ課題も多岐にわたってまいります。水産業の起点整備とい

うことで言えば、シロザケのふ化場の整備や魚市場の本設に取り組んでまいりますが、市場

は宮城県の所有地への建設となること、また、高度衛生管理型の市場を実現するための費用

や用地計画の変更など、宮城県や国のご理解とご支援が必要な状況であります。ふ化場の建

設では地盤沈下の関係で飼育に必要な地下水量が確保できず、適地の選定作業が難航してお

ります。これらの事柄については一つ一つ着実に課題を解決していきたいと思っております。

  水産加工業の復興については、これまで各事業者において自社所有地などにそれぞれ復旧を

行っていただいておりますが、今後は被災市街地復興土地区画整理事業で整備する水産加工

業ゾーンを中心に集積を図ってまいりたいと思います。その際に、大規模な土地のかさ上げ

や防潮堤、河川堤、国道、県道整備との調整が必要となりますので、どうしても時間がかか

ってしまいます。旧市街地の面的整備につきましては、優先順位を決めながら取り組んでい

かなければならないというふうに考えております。

  また、雇用と求人のミスマッチが生じていることも課題として認識しております。町の緊急

雇用事業については時期を見ながら就職させつつ、魅力的な就労環境を事業者の皆様と一緒

に考えてまいりたいと思います。そして、町外からのＵターン者、Ｉターン者の受け入れや
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新規企業の誘致についても有効な方策を検討してまいります。

  中核となる漁業については、漁業者の皆様の大変なご努力により復旧が進んでおりますが、

今後は海外からの輸入水産物も含めた産地間競争がさらに激しくなることが予想されます。

そこで生き残るためには震災前に見られたような過密養殖の状態が再び起きることは避けな

ければなりません。宮城県漁協と連携して適切な漁場管理を推進し、高品質かつ安全な水産

物を提供し続けられる仕組みづくりを模索する必要があると思います。

  そういった意味では、養殖物の適切な管理を証明する環境認証制度の導入支援や山、里、海

のコンパクトなまとまりという地域性を生かした地域ブランド化への取り組みを重点的に進

めてまいりたいと思います。

  また、震災前から自然環境活用センターと観光協会が中心となって取り組んでおりました海

の体験学習や教育旅行、エコツーリズムとの連携をさらに深め、総合的に選ばれる産地づく

り、選ばれる地域づくりを目指してまいりたいと思います。

  当町の基幹産業は言うまでもなく水産業であります。震災により生まれた多くのつながりを

生かしながら、南三陸の水産物のファンを着実にふやしていくことが当町の水産業振興のか

なめであるというふうに考えております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 今るる答弁もいただきましたが、まず順を追って質問していきたいと思

います。

  水産業の現状と、それから課題と、それで取り組みというような質問でございますが、具体

に水産加工業につきましてはこれまでいろいろな取り組みの中で各種補助事業の活用により

まして施設を復旧をいたしました。大概の方がこの補助事業により施設を復旧し整備をした

ところでございますが、そういう中で製品を生産販売できる状態になったものの、やはり震

災で失った販売ルート、この回復ができないで苦しんでいるところでございます。水産加工

がこの販売ルートの回復が万全にならないと、やはりつくる側にも影響を及ぼすような、こ

うしたことによりまして苦しんでいると。こういうことに町は支援すること、これはできな

いのかなと、そういうところからお聞きしたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 販路の問題につきましては、基本的には生産の問題も当然絡んでまいり

ます。したがいまして、今回の今お話しになった販路の問題につきましては、この震災で先

ほどお話ししましたように大変多くの企業とのつながりができました。そういった意味にお
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いては、そういった企業の皆さん方から当町、南三陸の水産物を引き受けてもいいというお

話をたくさんいただいてございます。

  ただ、残念ながらそこにまだ生産が追いついてこないという現実がございますので、これは

仲買人の皆さん等の共通の悩みでございますので、その辺はやはり生産が回復をすると、そ

して、それとともに販路もそういったいろいろなご支援をいただいている業者の方々いらっ

しゃいますので、そういった方々におつなぎをする、そういう施策を今講じているところで

ございます。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） この水産物の販路拡大、地域の水産物の販路拡大の取り組み、これを行

う場合に市町村が支援することができる、水産庁が支援事業を措置しているというようなこ

ともお聞きしているわけでございますが、その辺あたりはどのようになっておりますか。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ちょっと今担当課長にもお聞きしましたけれども、具体にそういうもの

は承知していないということでございますので、もう少しお詳しくお話しいただければとい

うふうに思います。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） これ詳しくと。詳しくといっても水産庁とやりとりしたわけでございま

せんのでですが、そのような公告等があったというようなことは聞いているわけです。です

から、市町村にもそういう通達があるのかなと、そういう制度が来ていないのかなというよ

うなことで今お聞きしたわけでございます。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 販路の拡大に関しまして水産庁のほうから特別そういうような

具体的な通達等はございませんで、水産庁ならず国のほうでは例えばそういう企業活動をす

る際に必要な融資をしやすくするだとか、そういうようなソフト的な施策は震災前と比べる

と数多くそれは実行されておるという、そういうことでございます。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） いろいろな措置がこれからも出てくるのかなと思いますが、率先してそ

ういう情報は早くキャッチいたしまして支援していただければいいのかなと、そう思ってお

りますが、そこで販路の問題について先ほど町長から生産が追いつかないというふうな状況

もあるというふうなことでございますが、その原因の１つとしては、冒頭で答弁いただきま
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したが、人材不足と。この人材不足が相当深刻な状態でありまして、やはり震災前と同稼働

には至っていないと。

  その陰には、やむを得ずというふうな結果になるわけでございますが、震災復興関連業務と

いうものとの賃金格差、また、漁業者間においての緊急雇用事業やこれらの支援事業との賃

金の格差が相当影響していると。それで、このままではなかなか加工業も足踏み状態が長く

続くのかなと。そういうことで、この是正を図ること、是正を図る策というものはないのか、

今後考えていくべきじゃないのかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今の件については前の議会で星議員からもご質問あったと思います。そ

の際にもお話をさせていただきましたが、基本的には町の緊急雇用等を含め、漁協もそうで

すし農協もそうなんですが、そういった緊急雇用制度が出ております。そういった中で、ど

うしても賃金格差というものは現実問題として起きてございます。

  しかし反面、加工業の皆さんがこれから復興に向けて今一生懸命取り組んでいるところでご

ざいますが、どうしてもその溝がなかなか埋まりづらいという部分がございますんで、ただ、

いずれ緊急雇用事業も終息をするということになりますので、そういう形の中でそちらのほ

うにあとは誘導していくというふうなことを我々としてもしっかり考えていかなければなら

ないというふうに思っております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 加工業が完全回復しないと生産にさまざまな支障が出てくると。価格、

数量、品質。売る側とつくる側の連携をとらなければ順調にその産業は進んでいかないとい

うような中身もありますんで、できるだけ支援をいただきたいと。

  それで、関連事業あるいは雇用事業、これは公共的なものではございませんので数年後には

終息するというふうな形で、今の段階で見ますと雇用される側の市場といいますか、雇用さ

れるほうが何か自由に仕事を選んでつくというような状態でありまして、その陰には関連事

業が後押ししているわけでございますが、この事業が終わったときに今度逆転するのかなと。

雇用する側の市場になるのかなと。そうした場合に失業者が増大するのかなというような懸

念もあるわけでございます。

  今、町長が申しましたような安定した職へのスムーズな転職です。これができるよう今から

対策を練っていく必要があるんじゃなかろうかなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。
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○町長（佐藤 仁君） ８分の７事業で８社が認定をされて、今、事業をこれから展開していく

ということになりますが、その８社の方々が操業を開始できるという状況になりますと約168

名の雇用を抱えると、そういうふうな計画の中で来ておりますので、ある意味そちらのほう

にスムーズに誘導できるような体制がとれればいいなというふうに思っております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 168名、大変な数でございますので、これがスムーズにですね、流れる

よう期待したいと思いますので、さらに後押しを願いたいと思っております。

  それから、今、漁業者の自立に向けて皆さん一生懸命個々に頑張っているわけでございます

が、その中で協業化の動きが強まっております。頑張る漁業ですかね、いろいろ形は違いま

すが、これが従来の活動にとどまらないということで、販売まで視野に入れて生産体制を整

えてから漁業再生の活路といいますか、これを探りながら懸命な取り組みが行われていると

いうことで、漁業者のこれまでの意識が変わってきたのかなと。

  そういう中で、行政も漁業者の意識の改革に合わせた発想の転換が必要ではないのかなと。

これまでのつくる漁業から売る漁業への施策の充実を力強く支援していくべきであろうと思

いますが、その点の考え方はいかがでしょうか。

  具体にですか、具体に。例えば当町の復興計画にもありますように６次化産業ですか、こう

いうものも確実に今動き始まってきているというふうなことで、例えば１つの例で、これに

関して計画に掲げている以上どういうかかわり方を、どういう考え方をしているのか、その

辺あたりで結構ですので。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ６次化の問題につきましては、これは漁業だけではなくて農業のほうも

含めてそういった取り組みをしていかないと、将来的な展望ということについては大変厳し

いというふうに思ってございます。

  特に先ほどお話ししましたように、当然産地間競争というものはだんだん大きくなってくる

わけでございまして、そのためにはどうしても南三陸ブランドということで、衛生管理がし

っかりした魚市場等の建設も含めて、そういった差別化を図っていく必要があるというふう

に思いますが、残念ながら今の時点としてなかなか魚市場の整備につきましてはそういった

建設の資金等がまだ明確になっていないという部分がございます。

  いずれそういうふうに安全・安心なものをこの地域から売り出していくということが非常に

大事だと思いますし、そして、今お話しのような６次という部分についても皆さんと連携を
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しながら進めていくということが非常に大事だろうというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 漁業者はとにかくいろいろなものを目にし、そしてまた耳にして、そし

て、これからこの震災を境に大きく転換し、そしてまた新しい漁業を求めようとしているわ

けでございますので、その辺あたりも素早くキャッチしながら対応していただきたいとその

ように思います。

  それから、被災者からの声の中でいろいろ進まないというふうなお叱りも受けているわけで

ございますが、その中で漁港施設の地盤のかさ上げ等々の工事の進捗が遅いというふうなこ

とが朝に夕にいろいろと話をいただくんでありますが、一生懸命やっているんではあります

が、なかなか予定どおりでは満足しないんです。とにかく遅い、遅いというようなことであ

ります。

  それで、ある資料によりますと県全体で142港あった漁港が全延長が回復した漁港はたった

の14港なんです。11％というようなことで、部分的な回復した漁港は98港で69％というわけ

でありますが、我が町においてはそういう部分の全延長が回復した、あるいは一部が回復し

た、そういう割合というのはどうなっているのか。

  なかなか見て歩くに、ただ手をつけただけ、あるいは手がつかないところもあるようでござ

いますが、その辺あたりはどうなっているのかお聞かせ願いたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 確かに漁業者の皆さんの思い、毎日浜で作業する際になかなか進まない

なという思いをお持ちということは十二分に理解をできます。ただ、物理的にどうしてもか

からざるを得ないという面もございますので、それはひとつご不便、先ほどの答弁でもお話

ししましたように大変ご不便をおかけしているということについては十二分に我々も認識を

してございますので、鋭意我々としてもしっかりと進めていかなければいけないというふう

に思いますが、その状況等については建設課長から答弁させます。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 復旧状況ということでございますけれども、全体に占める割合とい

うのはまだ出しておりませんが、各漁港ごとのことであればここでお知らせをしたいと思い

ます。全体に今回物揚げ場を中心に復旧工事を実施しておりますが、高いところで約86％ほ

ど、低いところでまだ５％という状況でございます。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。
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○２番（髙橋兼次君） 大変ばらつきがあるようでございますが、やはり被災者は回復率が高い

ところを基準に物を言うわけでございますので、あの地区だけ進んでなぜ我が地区は進まな

いんだと、全然手がついていないんじゃないかというようなお叱りが大分吹き上がってきて

おりますので、その辺あたりももう少しやはり推し進めるべきであろうと思います。

  これなぜこういうふうになってくるのかといいますと、やはり海は順調に回復しております。

水揚げする魚種等もふえてきております。ここ２年ほどワカメ中心でありましたが、これか

らカキ、ホタテ、いろいろとふえてきておりますんで、周年利用が待たれるんです。ですか

ら、完全回復を早く願っているわけです。

  その辺あたり、また漁船を引き揚げておく船揚げ場につきましても、漁船の取得は大分復旧

しておりまして、いろいろ情報を聞きますと来年あたりにはほとんどそろうんじゃないかと

いうふうな状態になっているわけでありまして、ますます船を置く場所がないと。船という

のは使うとき海におろせばいいんだから、畑だの山に置いてもいいんじゃないかというよう

な考え方もされる方、いろいろですのであるようでございますが、やはり便利さを求めるに

はすぐ乗り込んで仕事に出かけると、これが一番の理想でございますので、その辺の船揚げ

場の完成、これいつごろになるのか、その辺の予定もお聞かせいただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今お話しのとおり、船がある意味回復をしてきたということがございま

すので、そういった船揚げ場等がないということについては、だんだん船が回復するとそう

いうやはり不満というものが当然出てくるというふうに思います。

  ただ、前からも議会の皆さんにご報告しているように、１種漁港19ございますが、その漁港

について入札をしているわけでございますが、不調が幸いないということでございますので、

ある意味それぞれの浜浜で全て手をかけているという状況でございますので、その辺はひと

つご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） ご質問にありました船揚げ場の復旧でございますけれども、今年度

19カ所の船揚げ場の工事を発注する予定でございます。本年度予算でございますので、基本

的には来年の３月までということになりますけれども、ただ、昨年度の工事も今混在した中

で工事を進める関係上、なるべく早目ということでは考えておりますが、個々明確にいつと

いうことはなかなか言えませんが、当面年度内の完成を１つの目標として執行していきたい

というふうに考えております。
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○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） それで、このいろいろな工事が今行われていて、そして急がれているわ

けでございますが、このスピード化のためにコンストラクションマネジメントですか、ＣＭ

方式というものが、先般そういう説明を受けたんでございますが、この活用の考え方という

のはどうなっているのか。何か一時呼び方とすれば一括丸投げかというような受け方をされ

ている方もおるようでございますが、その際に地域の意見とか要望が反映されるのかされな

いのか、その辺２つほど。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） ＣＭ方式ということでございますが、一定の計画が既に確定をして

おりまして、それで、本年度予算の中で、昨年度は直営で積算等をやっておりました。それ

で、大分なれないものですからかなり時間はかかっていた状況でございます。

  それで、今年度につきましては積算業務そのものを外注をするということで、残っています

全ての工事について外注をして積算をさせて、工事の早期の発注を図りたいというふうに考

えております。ここの時点でＣＭ方式の導入というのは大変難しいものだというふうに考え

ております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 今年度については計画が整っていると、それで、その計画どおりの工事

をやるんだというようなことでありますが、この方式、今まで活用したことがあるのかない

のか、これはちょっとわからないところでございますが、どうなんでしょう、このメリット、

デメリットというのはどのような関係にあるんでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） なかなか今ここで私も具体のメリット、デメリット、なかなかよく

わからないところがあるので、そこはちょっとお答えできないんですけれども、ただ、こと

しの方針といたしまして残っている工事が約68カ所ほどございます。それら全て今年度内に

発注をするということで作業を進めておりますので、次年度以降の発注はないというふうに

考えていただきたいと思います。防潮堤を除きますけれども、防潮堤以外の防波堤、それか

ら船揚げ場につきましては今年度一括で全ての発注を終えたいというふうに考えております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 地元の業者中心にこういう各関係の工事を進めているわけでございます

が、こうして見る限りにそろそろ目いっぱいになってきたのかなというような素人の考えと
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いいますか、そういう受けとめ方しているわけでございます。

  ですから、今申しましたＣＭ方式、あるいは町外の業者の参加も図りながら総合的なスピー

ド化を考えていくべきじゃないのかなと思うんですが、その辺あたりの考え方はどうでしょ

うか。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 今ご質問のとおり、現在は町内の業者を中心にそれぞれ工事をして

いただいております。おくれた原因といたしましては、特殊技能者、特に潜水夫、それから

重機類の確保、それからコンクリートの確保がなかなか難しいという点がございました。

  それで、今やっている部分につきましてはそれぞれその辺の手配ができて工事を進めている

という状況でございますので、その手いっぱいになってきたかどうかということはなかなか

業者間によってさまざまでございますが、今後その発注に当たってできれば１個１個ではな

くて、ある程度まとめた形でお願いをしたいというふうに考えておりますので、そういう中

で特殊技能者の長期の確保も可能だということで、これまで助走期間が大分長かったもので

すから、その辺はかなり割愛できるのでこれまでよりはスピード化はなるかというふうに考

えております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） この説明を聞きますと、ここにきて工事を進める基礎的なノウハウとい

うものが出てきて、基礎が築かれてきたのかなというふうな感じもするわけでございますが、

いずれにしてもまだまだ手をつけなければならない工事事業がたくさんあるわけでございま

すので、やはりスピード化は終わるまでスピード化を求められるわけでございますので、い

ろいろな取り組みにより一日も早く完了するよう進めるべきであろうと思います。

  そして我が町も、漁港でありますが、漁港工事については復興構想７原則の中に必要性の高

い漁港から事業着手すべきというような文句もあるようでございますが、我が町が管理する

漁港は全てが必要性の高い漁港であります。どこが高くてどこが低いなどということは１つ

もありませんので、被災者の皆さんにその回復を早く見せていただきたいと思います。

  それから、沿岸漁場の環境負荷影響調査が23年から実施されたわけでございますが、その結

果、震災によりまして藻場の流出、地盤の沈下あるいは土砂の堆積等、さらには崖崩れが確

認されまして、環境は非常に悪化しているということで、生産力の向上のために漁場環境改

善の取り組みが必要じゃないかというような感じがするわけなんですが、その辺についての

取り組みというものは今現在どのような取り組みをしておりますか。
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○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 議員がおっしゃるように、特に津波の関係で漁場がかなり荒れ

たことは確かでして、漁協のほうでは当初ある程度海底にある瓦れきとかは取ったつもりだ

ったんですけれども、また潮の関係で流れてきている部分も若干あると。それらに関しまし

ては、漁業者だけでなかなか取りかねる部分もありますし、量にもよりますので、それらに

関してはきょうここにあったからあしたもここにあるという、そういうふうな状態じゃなく

て流れ流れているという、そういうような状態のようでして、それは非常に危惧していると

ころです。

  それから、藻場とかに関しましては、これも議員がおっしゃるようにかなり荒れた箇所があ

りまして、きょうも潜りながら調査をしておりますが、一概にこの湾内全部がどのようにな

ったというのは結論づけがなかなか難しいところでして、震災前と今とではどうなっている

のか、それを少しずつ調査していくほかないのかなと、そういうふうな形でおります。

  それから、それに合わせた形で、特に養殖に関しましては、震災前からも叫ばれておりまし

たが、密植状態を避けながら敷設しようということで、それで漁協のほうとは、私らが直接

やるわけじゃないですけれども、そのほうがいいんではないでしょうかというふうな話はし

ておりますが、環境としては議員がおっしゃるようなことがかなり懸念されております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 広い海ですので、そしてまた、瓦れき等々、あるいは海のものから、ま

た陸上のものから大変なものが流出したわけでございますので、一概に言葉で言うような回

復には難しいところがあろうかと思いますが、これからの取り組みをいろいろな形で模索し

ながらいい方向に早く回復できるような方向に進めていってもらいたいなと思うところでご

ざいます。

  それから、さらに水産業にかかわることでございますが、風評被害でございます。原発事故

による風評被害対対策といたしましては、震災当年から我が町では放射性物質の調査をより

細かく正確にしまして、その結果を公表することが無用な風評被害の防止になるんだという

ふうなことで、今までそれを推進してきたわけでございますが、いまだ被災地の水産物にと

りましてはいろいろなものが数値を上回るというふうな形になりまして、風評被害は依然と

して重くのしかかっているのかなと思うわけでございますが、さらに、これまで取り組んで

きた以上にさらに消費者の信頼回復へ向けた取り組みというものが必要になってくるのかな

と思いますが、その辺の考え方はいかがでしょうか。
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○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 当初からうちの町で取り組んだのは、この風評被害を防ぐためにはとに

かく放射線量等をはかって、この情報を正確に出すと、これが唯一風評被害を逃れることじ

ゃないかと、そういうふうな取り組みをこれまでやってまいりました。

  確かに中央のほうといいますか、関東方面、よく出張で行ったりするんですが、震災から１

年余りはやはりそういう懸念をする声を大変多く聞きました。しかしながら、このころにな

りますと、大体この時期になってまいりましてそういう声も率直に言って余り聞こえてこな

くなりましたし、それから、物産の販売等で当町でも関東のほう、あるいは関西のほうにも

含めてそういった物産販売にもお邪魔をさせていただいておりますんで、ある意味少しずつ

そういう部分については払拭できてきたのかなというふうな思いがあります。ただ、いずれ

まだ尾を引いている部分というのは現実問題としてはあるだろうというふうに思います。

  詳細については担当課長からもう少し詳しく答弁させます。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 水産物の放射能検査に関しましては、仮設の魚市場を運営した

その直後から私どものほうは県内でもいち早く県のほうから放射能検査機器を貸与されまし

て、そこで専門に調査をしております。毎日魚市場に揚がる水産物の中からサンプルを選び

まして、それで検査をしております。

  23年度中は200ベクレルを上回るものはもちろん出荷できなかったんですが、24年度からは

それがさらに数値が半分になりましたので、100ベクレルを上回るものはもちろん出荷できる

状態じゃないですが、検査して50ベクレルを上回ったものに関しましては、それは今度は再

検査をいたします。例えばある魚種からそれが出たとなりますと、サンプル１つだけじゃな

くて、それらを再度ほかの、同じ魚種の数個のサンプルをとりながら検査をして、さらにそ

のサンプルを県のほうに送ってやって、そこで再検査をするという、そういうようなことを

やっております。現在は、ここでこの海域で水揚げされる魚の中で出荷自粛されておるのは

２種類でございまして、スズキとヒラメは出荷自粛という形になっております。

  町長申し上げましたように、放射能の風評被害となりますと、それ以外の対策は技術的なも

のあるいは努力によっても何とかカバーしようと思うんですが、風評被害だけはこれはどう

いうような努力をしながら技術改善をしてもどうにもなるものではないものでして、この１

年ぐらいの間はその前と比べますとかなりこの海域でとれたものに関しましてはそういう被

害は懸念はかなりおさまってきているという、そういうような状況のようでございます。
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○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） この放射能の問題につきましては、何か余り騒がないほうもいいのかな

と思ったり、やはりこれを回復していくにはある程度やはり大丈夫ですよと、南三陸町のも

のは全て大丈夫ですよというようなＰＲといいますか、そういうことも必要なのかなと。少

し困惑しているところでございますが。

  いずれにしましても、この福島原発、これ今廃炉に向けた作業が進んでいるわけです。しか

し、燃料を取り出した後に原子炉解体・撤去等の全ての作業が終了するまでには30年から40

年かかると言っているんです。これ順調にいった場合ですよ。すると、この間、30キロ圏内

にあるわけですので、危険性におびえながら、さらには風評被害等々を受けながら、これを

受けながら生きていかなければならないのかなと思うと、後世代の方々もこれも大変なもの

を背負わせられているのかなと思うわけでございまして、さらに、これまで原因者である東

京電力などにいろいろな要求、要望等が出されてきたわけでございますが、さらにこういう

ことを踏まえた、我が町においても東電あるいは国に対して万全な対応というものを求める

べきじゃないのかなと思いますが、その辺の考え方はどのような考えを持っておられるかお

聞きしたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 余り騒がないようにというお話ですが、やはりこれは大丈夫という裏づ

けはやはりしっかり検査をするということが大事だと思います。これを避けてはやはり風評

のそしりから逃れられないという思いでありますので、これまでも取り組んできたとおり町

としてのあり方ということについては今後も継続をしていきたいというふうに思います。

  なお、東電の関係につきましては、町として当然それぞれの産業団体等でそういった東電に

起因するものということについては明確にこれから我々も、これまでもそうですが、東電の

ほうに賠償請求を求めるという姿勢は変わりはないと思います。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） これまで以上の対応を強化していただいて、各産業が安心して進めてい

けるよう、そのような努力をすべきであると思います。

  それから、今、ＴＰＰ、連携協定、この交渉の中で提案がなされたんですが、漁業補助の原

則禁止が提案されたようでございます。アメリカあたりから提案されたというような情報で

ございますが、これがまたさまざまな分野で補助金がＴＰＰの交渉結果次第ではこれがなく

なるのかなというような危険性も出てきていると。
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  さらに、今、復興事業というふうな形で行われておりますが、漁港などの整備にも影響が出

てくるのかなということで、国はこれは絶対反対だというような姿勢を示しているようでご

ざいますが、これからまだまだ復旧・復興途中でございますので、こういうことに広がるよ

というようなことはこれから大変な時代になるのかなと思いますが、その辺の国に対する、

あるいは県に対する、あるいは連携市町村に対してのこの案に関しても取り決めというもの

を考えるべきじゃないのかなと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ＴＰＰについてはことしの４月に参加をするということの方向で決まっ

ているわけでございまして、具体に交渉内容等については参加後にどういうふうな方向か、

これは水産だけじゃなくて農業もそうです、医療もそうです、さまざまな分野で大きな影響

が出てくる分野がございますので、それがこれからどう交渉の中で進展をするのかというこ

とについては我々もしっかりと見据えていきたいというふうに思いますし、やはりどうして

も地域の地場産業が苦境に陥るということになれば、これは当然我々としても国のほうに対

し、あるいは政府に対してしっかりと物を申す、それが大事だというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） ぜひ産業だけじゃなくて、この復興そのものが足踏みするような、そう

いう危険性というものも叫ばれてきているわけでございますので、そこは吟味して国への対

応をお願いしたいと思います。

  それでですね、１件目をこれで終わりにいたしまして、２件目に入りたいと思います。

○議長（後藤清喜君） ではちょっとお待ちください。

  ここで暫時休憩をいたします。

  再開は11時５分といたします。

     午前１０時４８分  休憩

                                           

     午前１１時０５分  開議

○議長（後藤清喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  ２番髙橋兼次君。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） ２件目ということで観光振興についてであります。

  このたびの震災で数限りない多くのものを失いましたが、先人から受け継がれました町民生
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活の源である美しい豊穣の海が残ったわけでございます。順調に回復しておりますが、我が

町の観光産業はこのすばらしい海が育んだ食を中心に、町の持つ自然環境、歴史、文化等を

生かしながら、農業、水産業、商工業と連携し、観光地としての確立を目指し取り組んでき

たところでありますが、震災によりましてほとんどの取り組みが破壊されたと。

  さらには、観光客の宿泊施設であります民宿等も被災し、相当減少している状況でございま

す。再開には大変厳しい状況にはありますが、今後の回復が待たれるところであります。震

災から一日も早く脱するため復旧することは理解しているものの、我が町の将来、きらりと

光る南三陸町を考えるとき、地域経済の大きな波及効果を有する観光産業の衰退、停滞する

ことは不利益なものと考えるものでございます。

  震災で我が町は被害も壮絶なものでありましたが、反面、全国的に有名になったことも事実

であります。これをチャンスと捉えまして南三陸町というネームバリューを活用した観光客

誘致が有効と考えるわけであります。今こそ大胆な観光戦略を講じていくべきと思うところ

であります。

  まかぬ種は生えぬという言葉がありますが、苦しいときにまいた種ほどきれいで大きな花が

咲き、また大きな実をつけるものと思いますが、町長の今後の取り組みはどのように考えて

いるのか伺うものであります。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、髙橋議員の２件目のご質問、観光振興についてお答えをさせ

ていただきたいと思いますが、震災によりましてご案内のとおり当町では多くの観光資源が

失われました。しかしながら、同じく被災以来の中でもまれに見る速さで民間の活力による

南三陸町復興市が立ち上がりまして、これまで28回の開催実績を重ねてまいりました。

  このように、継続した取り組みが地域活性の弾みとなり、平成23年度５月には現在の学びの

プログラムの基盤ともなりました語り部の活動がスタートし、全国各地から学校関係や企業

の多くの方々に継続してお越しいただいているところであります。

  このような交流事業の取り組みは、宿泊や仮設商店街への立ち寄りなど、確実に地域経済へ

の波及とつながっているものと思われ、震災以前100万人程度の入れ込みで推移しておりまし

た観光客数は昨年度には90万人にまで回復をしてきております。

  観光復興を掲げる上で施設整備、環境整備はもちろん大きな課題でありますが、それと同時

に観光をまちづくりの１つの手段として捉え、多くの住民を巻き込み、地域活性への気運を

高めていくこともまた大きな要因であると考えております。
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  現在に至るまで多くの支援によりさまざまな角度から地域づくりにかかわる団体などが活動

を継続しております。これら活動にかかわる地域住民の力を結集し持続可能な観光まちづく

りを確立していくことは、交流拡大を目指す当町の観光振興にとって誇るべき資源になり得

るものと考えられます。

  このような背景の中、交流人口の拡大を目指し、町が南三陸町観光協会に委託する事業の１

つとして、今年度８月には南三陸さんさん商店街隣接地に南三陸ポータルセンターがオープ

ンいたします。この施設は企業及び支援団体からのご支援により建設されるもので、研修室

及びコミュニティースペースを備え、最大で300名の収容を可能とするものでありまして、当

町が交流拡大のきっかけとして取り組む教育旅行の再生にも大きく寄与するものであると考

えております。この施設の活用を視野に入れ、既に２年後、３年後を見据えた旅行業界、学

校関係者の現地視察がスタートしているところであります。

  また、この施設を拠点とし町外からの交流を呼び込むだけではなくて、集いの場が減少して

いる今、地域住民に向けても世代を業種を超えた交流をリスタートし、地域活性にかかわる

ネットワークを活用していく予定でありますことから、町内に散らばる魅力や資源を総括的

に発信、送客するプラットホームの役割として期待するところであります。

  ご存じのとおり観光は裾野の広い産業であると考えられます。多くの地域住民が交流の効果

を実感してこそ持続可能な取り組みが確立していくものと思います。恵まれた資源やボラン

ティア、支援者など、これまでご縁をいただいた全国からのネットワークを大いに活用しな

がら、南三陸ならでは交流を早期に確立させていく所存でございます。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） これからの取り組みをお聞かせいただきました。

  それで、我が町の観光業は水産業と同じく基幹産業であると位置づけまして地域振興を図っ

ているわけでございますが、震災後の観光業の振興にやはり軸となる資源であります。いわ

ばその目玉です。観光の目玉です。この目玉をどのように考えているのか、これまで食であ

ったろうと、食を中心で進んできただろうと思うわけでございますが、特に海の食をどう効

果的に生かしていくのか、その辺お聞かせ願いたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ある意味、目玉といいますか、中心になるのはやはり人だと思います。

今回の大震災で大変たくさんの皆さん方が当町に訪れていただきました。例えばボランティ

アセンターで登録している人数というのは10万2,000人余りでございます。３月までですが。
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これは七ヶ浜の12万人に続いて第２位でございます。それほど多くの方々にうちの町のボラ

ンティアとしておいでをいただいておりまして、ボランティアセンターのほうにもお聞きし

ますと10万2,000人というのは登録しただけでございますので、その約２倍あるいは３倍の

方々がボランティアでうちの町にお入りをいただいているという現実がございます。そうい

った方々がこれからまた南三陸に目をかけていただいておいでをいただくということが非常

に大きな重要な要素になるんだろうというふうに思ってございます。

  そういう意味におきましては、繰り返しますが、震災から観光の復興に向けて一番の重要な

部分というのはそういった人の部分をどうこれからネットワークとして使っていくかという

ことが非常に重要だろうというふうに思います。

  また、食材の関係でお話しさせていただきますと、今ご案内のとおりきらきらどんぶりシリ

ーズ等々含めまして大変評判、好評いただいておりまして、ゴールデンウイークにはさんさ

ん商店街、１日２万人の方々がおいでになって、飲食店はもう行列ができて食べられないと、

そういう状況が現状として続いているわけでございますので、そういったつながりを、だん

だん震災がある意味風化といいますか、そういった被災地に対する思いというものが薄れて

くれば訪れる方々も少なくなってくるというふうに思いますが、先ほどお話ししましたよう

に、繰り返しますが、そういった人ということをしっかりとつなぎとめるということが今後

の南三陸町の観光振興においては大変重要な位置を占めるというふうに思っております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 人であると。大変それは現実的といいますか、そういうことになるんだ

ろうと思いますが、人が今集まっている、いろいろな方面からボランティアとか、そういう

方々の支援を受けてそれを活用していくということは、それは大変いいことだと思いますが、

今人がこの南三陸町に来ていただいているということは、震災が軸であります。震災がもし

なかったら、じゃあどうなるのかなというふうなことも考えられるわけでございます。

  ですから、南三陸町、震災ではなく、震災はやがてこれは風化の道をたどるといいますか、

よくないことでありますがそういう傾向になるだろうと思いますが、できるだけ風化させな

いような策は練るんでありますが、やはり独自の、震災と切り離した独自のやはり目玉とい

うものが必要になるのかなと。長くやはりこの観光産業を進めていくには南三陸町でないと

ないもの、こういうものをやはりつくり上げていくべきであろうと思います。

  これから人のほかに、観光の資源となるものの創造といいますか、これまでなかったものを

つくり上げる、あるいは拡大していくというような考え方はどうでしょうか。
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○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 髙橋議員もご承知だと思いますが、震災前から当町におきましては体験

型旅行あるいは着地型旅行と、グリーンツーリズムあるいはブルーツーリズムと、そういう

ような展開をさせていただきまして、そして着実に右肩上がりに観光客がふえてきたという

ことがございます。特にうちの町で民泊の関係につきましては100軒以上の方々に登録をいた

だきまして、そちらのほうにお泊まりをいただくと。いわゆるホテルもあれば、民宿もあれ

ば、そして民泊もあると。そういう多様なことを体験できるというのがうちの町の観光旅行

のある意味一番の目玉だったというふうに思います。

  残念ながら今回多くの家が被災してしまったということでございますんで、民泊に登録して

いる数も少ないんですが、しかしながら、被災を受けなかった地域におきましては再度もう

一度民泊ということでリセットをしながらスタートをするというふうなことがございますの

で、繰り返しますが、うちの町のやはりほかにないのは体験をしながら観光を楽しめる、そ

して海のものを食べられる、そして山のものも食べられる、それがうちの町の売りだという

ふうに思っております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） そのとおりであろうと思います。これまでいろいろな取り組みによりま

して右肩上がりに来客数もふえてきたところではありますが、まだ完全な定着までは至って

いないのかなと。というのは、この震災であります。定着しようとしているところに震災の

影響で全てが破壊されたというふうなこともありますので、今までの取り組みを軸にさらに、

復興ですので、復旧じゃありませんので、復興ですので、いろいろな取り組み、効率のよい

取り組みを進めていくべきであろうと思います。

  それで、これから取りかかっていくわけでございますが、町の観光拠点、いわゆる施設の整

備あるいは復元などというものはどのように考えておられるのか、それから、施設、新鮮な

魚介類や水産加工品などの地場産品の販売、そういうものを販売するにぎわいの場の創設を

考えるべきじゃないのかなと思っておるわけでございます。

  きのう行政報告の中でありましたが、2015年、27年ですか、三陸道が開通するわけでござい

ますが、これに向けた道の駅構想などというものは考えの中にあるのかないのか。これは復

興計画の中にも掲げているようでございますが、その辺の考え方はどうでしょう。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 震災でということで大分髙橋議員お話しになっておりますが、確かにそ
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ういった一面もございます。ご承知だと思いますが、復興市28回目と先ほどお話ししました

が、復興市は第１回目から北は北海道、南は九州から、そういった商店街の方々が毎回おい

でをいただいてご協力をいただいている。それは震災によって新たに生まれた、震災前から

もあったネットワークですが、これほどきずなが深まったネットワークというのはこれがま

ず最初のスタートだろうというふうに思います。

  こういった方々と現在もご交流をさせていただいておりますので、そういったつながりとい

うものを大事にしていきたいというふうに考えてございますし、また、これからの観光の拠

点というふうなお話でございまして、具体に道の駅というお話ございますが、復興計画の中

といいますか、これからの観光のあり方と、方向性という中におきましても道の駅というも

のが１つの軸といいますか、考え方の中でこれから進めていくというふうな方向で我々とし

ても検討させていただいております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 必要になってくるんであろうなと思います。大分前にこういう質問の中

で町長の答弁はある意味一過性なものであるというふうな答弁もなされていたような記憶も

ありますが、今ここへ来てやはり観光を進めていくためには必要不可欠なものかなと感じて

いるわけでございます。ぜひおくれをとらないような、そういう形で実現に向け進めていっ

ていただきたいと思います。

  それから、20年以上の時を経過し、そしてまた、巨額な60億円以上の費用をかけまして完成

しましたダムです。田束湖と命名されましたが、このダム、これまで大分かかわってきた

方々には大変、言葉的には失礼なことにもなるかなとは思いますが、本来のダムの持つ目的

は治水、利水というふうな形で進められてきたわけでございますが、現在、被災をしまして

人口減が著しいと、著しく激減していると、そしてまた、河口には民家がなくなったという

ようなことで、役割が薄れてきたのかなと。

  これまでいろいろな労力を費やして完成したダムはこれで終わりになるのかなというように

危惧しているわけでございますが、これを観光資源に大いに活用していくべきであろうと。

それによってダムの完成の本来の意味もまた復活してくるのかなと思うわけでございますが、

このダムの観光資源化というものはどのように考えておるかお聞かせ願いたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 払川ダムの位置づけでございますが、これは治水、利水という基本はこ

れは変わってございませんので、そこはひとつご理解をいただきたいというふうに思います。
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  あと、その整備によりましてできた田束湖、それからその周辺ということになりますと、当

然田束山の登り口に位置しているわけでございますので、田束山、それから田束湖、それを

リンクした形の中での観光資源の１つと、そういう位置づけのもとで今後利活用していくと

いうことは大変重要だろうというふうに思います。私もそのとおりだと思います。

  ただ、問題は、あそこに何か整備をしろとかということになりますと、現時点の中で今我々

が取り組んでいるのはある意味で復興の事業をどう進めるかということが最優先で取り組ん

でございますので、そういったハード的な整備等については今後の課題ということになろう

かというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 施設の整備、結局ハード面です。これは町長の考え方は理解するところ

であります。やはり、今求められているのはやはり復興関連の整備でございますので、ただ、

やはり観光産業も同時並行して進めていかなければならない事業の１つであるのかなと強く

感じているわけでございます。

  ダムを拠点としたこれまでになかった海、川、山、この連携した観光ルートの創設というも

のも、これもこれから必要じゃないのかなというような意味合いの中でこのダムの資源化を

言っているわけでございますが、そういう面でもう一度答弁願います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ご案内のとおり田束山は霊峰でございまして、田束山と、それから平泉

のほうにあります束稲山というものがございます。これ名前が逆になっているんですが、そ

ういった連携もございまして、そういう関係もございましてこれまで南三陸町と平泉、いろ

いろ連携をとりながら観光の分野で取り組んできた経緯がございますんで、そういった田束

山と田束湖だけの、それから伊里前川だけのルートではなくて、そういったもっと南三陸町

全体を通し、それから平泉等を含めた、そういった広域的な観光ルートを考えながら、その

１つのルートのエリアとして考えていくと、これが大変重要だろうというふうに思いますの

で、特に平泉はご案内のとおり世界遺産に登録されまして大変観光客の入れ込み数が多いわ

けでございまして、そういった方々にうちの町にお入りをいただいてお泊まりをいただくと、

それが１つのルートでもある、これまでもそういう部分については大手の旅行業者の皆さん

にご協力をいただきながらやっていただきましたんで、今後ともそういった分野については

継続してそういった観光ルートの旅行商品のそういった開発、それから継続ということにつ

いてお願いをしていきたいというふうに思っております。
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○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） やはり、南三陸町の魅力というものを一つ一つやはり数多く重ねて創設

していくということが大事になってくるんだろうと思います。

  それで、近い将来といいますか、もう計画の段階に入ろうかなというふうに思っているとこ

ろでございますが、復興公園です。この公園整備が観光へとの結び付きですか、またその将

来像というものはどのような計画になっているのか、まずどのように考えているのか、その

辺。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 髙橋議員ご承知だと思いますが、この後にも祈念公園のご質問ございま

すが、基本的には今まちづくり協議会の公園部会のほうでその辺のご議論をいただいており

ますので、その辺であとは町のほうに答申という形の中で上がってくるというふうに認識を

いたしてございます。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） いろいろなものをこれから立ち上げていく中で、いろいろな組織あるい

は住民の方々、そういう方々の意見を聞くことも大事なんですが、実は今町長としての考え

方を聞きたかったんです。これからのいろいろな会議を経て、それから判断するんじゃなく

て、今の段階で町長はどう考えているのかというふうなことを聞きたかったわけです。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 復興祈念公園につきましては町として設置をするということは決めさせ

ていただきました。ある意味私がこういうふうにするということになりますと、では公園部

会で今まで何回も回を重ねて考えている方々が、町長がこう話したんだからそう決まるんだ

ろうという話になりますと、これからの公園部会の皆さんのご議論に支障がくるというふう

に思いますので、ある意味でそう大きくは町としての考え方といいますか、そういった大き

な差異はないというふうに思います。基本的には今お話ししましたように、協議会の方々が

どういうご意見で取りまとめてくるのかということをお待ちをしたいというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） わかりました。あくまでもその協議会の意見を重視するというふうなこ

とでございますが、その上、その取りまとめをいたしまして着手していくべきであろうと思

います。

  それから、前にも質問した経緯があるんですが、観光特区です。前には、今は当町にはほか
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の特区を利用していたから必要がないというような、そのような答弁であったと思いますが、

この間隣の気仙沼市では認定されました。観光特区といたしまして、集積地を11カ所ですか、

県内では４例目であるというふうなことで、それから、対象業種等も運送業、飲食料品、機

械・機器などの小売業、それから宿泊業、飲食店、娯楽業、そしてまた市独自としての生鮮

魚介、農畜産物、乾物などの卸業というふうなことで、市が指定した集積地に新設する場合

には税措置があるというふうなことでありますが、我が町ではものづくり特区ですか、これ

で網かけをしているわけだと聞いているんですが、この我が町のものづくり特区と観光特区

との特区の差といいますか。全て同じようなものなのか、あるいはここがよくて、ここが悪

くて、ここがよくてというような部分はあるのか。メリット、デメリットです。その辺あた

りの考え方をお願いします。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ものづくり特区は基本的には製造業でございますので、それはまた別と

して捉えなければいけないと思います。

  今、観光特区のお話されて、気仙沼市で観光特区をとったというお話ございますが、今我々

検討してこれから申請しようと思っているのは、観光特区と、それから商業と合わせた形の

中で特区をとれないかということで今検討して、申請しようかというふうに思っております。

  ご案内のとおり、これからまち開きをしてまいりますと、当然そこに商業施設等含めまして

進出をしてくると。そういった方々にもある意味制度的な誘導をしないとなかなか入ってこ

れないというケースが多々あろうかというふうに思いますので、観光のみならず商業の分野

においても一緒にセットで特区をとれないかということで今考えてございます。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） いろいろ特区、国で打ち出している事業があるわけでございますが、こ

れを大いに利用すべきだなと、それで、税措置をした場合に国のほうから交付金として入る

ようでありますが、必ずしも満額ではないというふうな話も出ているわけでございますが、

国からそういうふうな補塡的なことがあるんであれば、やはり地域の産業に効果的にいろい

ろな事業を当てはめていくべきなのかなと思っております。

  それで、観光なり、あるいは商業なり、こういう特区を認められるようなことになった場合

にほかの産業への波及効果というものも出てくるのかなと、私自身余り知識のないところで

そう考えているわけなんですが、そういう部分での波及効果はどうでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。
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○町長（佐藤 仁君） 当然産業ですので、生産があって、加工があって、流通があって、販売

があってということになりますので、どこの分野を突出してどうのこうのということではな

くて、全てやはりそれはかかわっているというふうに思います。

  ですから、商業も含めて、それから観光も含めて、特に観光の分野については裾野は先ほど

お話いただきましたように、大変裾野の広い分野でございます。これは水産、農林、引っく

るめた形の中での作業になりますので、そういう分野において非常に影響力が大きいもので

すから、そういう形の中で我々としても大きな取り組むべき課題かなというふうに思ってお

ります。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 他産業への波及効果というようなことで、いろいろな補助事業があるん

ですが、その補助事業のすき間にある方々といいますか、そういう方々もあるようでござい

まして、それがなかなか経済力あるいは環境等々の障害がありまして、なかなか前進するこ

とができないというような現状もあるわけです。

  ですから、この特区を採用することによってそういう右も左も前も後ろもやはり何もかから

ないという部分の方々に対していい影響が出てくるのかなと、そんな思いもしているわけで

ございます。ぜひそういう方向で国のほうから認めていただき、そして、これから進めてい

く多くの産業の方々の後押しになるようにやっていただきたいなと思うわけでございます。

  それから、やはり交流人口拡大については、現在も一般の事業としてＰＲ活動をやっている

ようでございますが、やはりＰＲ活動、来ていただいた方々の口から口へ渡っていくＰＲも

あろうかとは思いますが、さらにこっちから出向いて日本中渡り歩いて宣伝する、ＰＲする、

こういう姿勢も必要かと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 交流人口の関係でございますが、ご案内のとおり入谷の地区にいりやど

という研修センターができまして、そこは全国の大学、23か26だと思いますが、大学が一緒

になって研修センターをつくっていただいて、これから夏休みに入ってまいりますとほとん

ど満杯状態で推移するだろうというふうに予測をされますし、また、土日に関してもそうい

った学生さんたちがおいでになっている。

  入谷の地域の方々はこんなに若い人たちがこの辺を、コンビニがありますんで夜そこまで買

いに行ったりなんだりして、若い人がこんなに入谷を歩いているのかということで、非常に

入谷の地域の皆さんも元気をいただいているというふうなお話をいただいておりますので、
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そういう交流人口も含めてそうですし、それから、先ほどお話ししましたようにポータルセ

ンターが今度完成しますので、そこで約300人の方々、最大ですが、研修もできるということ

になりますので、ある意味教育旅行とか、あるいは各学校の研修ということについてご利用

いただけるものというふうに思いますので、より一層これまで以上にそういった交流の活動

というものが展開していただけるものというふうに認識をしてございますし、それから、ご

質問の外に打って出るべきだということですが、実は今週になると思いますが、デスティネ

ーションキャンペーンの終了のイベントが東京駅であるんですが、そちらのほうに南三陸町

が主体で出店をするということになっておりまして、これまでも各加工業者の方々、水産加

工と販売の方もそうなんですが、ある意味あちらこちらから大分声がかかって物産展に行っ

て売っているとか、そういうふうな展開はずっとやっておりますんで、引き続きこういう活

動についてはこれからも続いていくものだろうというふうに思います。

  そういった意味においては、南三陸町のそれこそ名前がある程度今回全国で知れ渡ったとい

うことと、それから、あわせて南三陸がしっかりした食品をご提供するということがこれか

らの南三陸町にとって大変大事なことだというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） いろいろと新しい取り組みといいますか、いろいろ今お聞きしたわけで

ございますが、いずれにしてもゼロからスタート、マイナスからのスタートでございますの

で、やはり官民一緒になった取り組み、これをやはり強化していくべきなんだろうなと思う

わけでございます。

  それで、観光事業の目的として観光関係者の資質の向上、また団体との連絡協調をうたって

いるわけでございますが、この資質の向上、資質の向上といっても担当者のやはりレベルア

ップというふうなことに捉えるところでありますが、観光産業もスペシャリストといいます

か、専門家といいますか、あるいはコンサルといいますか、そういう採用といいますか、そ

ういう取り組みなどは考えにはないでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 資質の向上に関しましては、担当者のみならず、そういう観光

客をお相手する方々におもてなしの心を持ってくださいよという、そういうような資質の向

上を目指しているものでして、みんながそのようになれればおいでいただいた方々が気持ち

よくお帰りになれるんだろうなと思いますし、それから、後段のほうのご質問の中にありま

した観光に関するスペシャリストというか、私どものほうの観光の代表になっております観
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光協会のほうは、実は正規の職員が１人だけなんです。あとは臨時職員なんですが、今言わ

れたように震災前はそういうスペシャリストというか、そういう方々もおられましたけれど

も、震災によってそれがいなくなってしまいましたので、今後、町として抱えるというのは

なかなか難しいんですけれども、観光協会とかを中心にしてそういうような団体を育成しな

がら、育成するというのはそういう観光のスペシャリスト、あるいは営業をする方も含めて、

そういう方々の人材を確保していく方策を担当課としては訴えていきながら何とかその方策

を考えていきたいと考えております。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 大変さまざまな扱わなければならない事業があるわけなんで大変なとこ

ろもあろうかと、そういうことは理解はしているんですが、やはり観光協会に補助は出して

いるものの、もう少しやはり町のほうで、職員今１人と言いましたが、追加して、何いった

って水産業に続く基幹産業ですので、やはりもっと力を入れていくべきであろうと思います。

  この観光産業につきましては、この震災によりまして協会員も大分減少している。さらに民

宿も減少していると。そして、現在観光協会は緊急雇用等、受託事業ですか、これによって

職員がいろいろ復興イベント、ＰＲ等などを事業展開をしているというふうな実態でござい

まして、補助事業があるために復興が進んでいけば進んでいくにつれて、それで事業の縮小

もこれから出てくるのかなと思うわけでございます。

  そういうふうなことから、事業の展開というものがなかなか、長きにわたる事業展開という

ものが明確ではないのかなというふうなこともあります。一番は三陸道開通に向けた、これ

を含めた全体の事業計画というものをさらに検討いたしまして観光戦略を練っていくべきで

あろうと思います。最後にその辺あたりの考えを聞かせていただいて終わりにしたいと思い

ます。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、三陸道のお話出ましたけれども、三陸道が完成しますと仙台から１

時間かからないでうちの町にお入りをいただくということになりますので、まさしくある意

味日帰りでうちの町においでをいただいて、いろいろなおいしいものを食べていただいて、

お土産を買っていただける、そういう環境が徐々に整ってくるということは間違いない事実

でございます。

  いろいろな観光に対するノウハウ等々につきましては、さまざまな今指導をいただいている

方々いらっしゃいますんで、そういった方々とこれからも継続しながらいろいろな南三陸の
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観光振興ということについていろいろ考えていきたいというふうに思いますが、先ほど課長

もお話ししましたように今の観光の分野においての最大の課題、これは体制の強化の問題で

す。やはりたくさんの方々においでをいただくんですが、それをしっかりと支える体制とい

うものが構築できないとなかなかそれができないという部分になりますので、繰り返します

が、町としての大きなこれからの観光分野の課題ということについては体制の強化をしっか

りするということだと思います。

○議長（後藤清喜君） 以上で、髙橋兼次君の一般質問を終わります。

  通告４番、千葉伸孝君。質問件名１、戸倉地区の再生は。２、志津川市街地のかさ上げ整地

と環境整備は。以上２件について、一問一答方式による千葉伸孝君の登壇、発言を許します。

１番千葉伸孝君。

     〔１番 千葉伸孝君 登壇〕

○１番（千葉伸孝君） １番は議長の許可を得ましたので、町長に質問いたします。

  １問目の質問は７つの問いを挙げます。１つ目に、ゴルフ場跡地の造成と住民の移転はいつ

になるのか。２番目、戸倉海岸線の道路計画と完成はいつか。３番目、戸倉小学校・保育所

の再建はいつごろか。４番目、町内・町外に散らばったコミュニティーの再構築は。５番目、

神割崎の町としての観光資源の整備・保護・発信は。６番目、瓦れき処理場の跡地の整備・

活用は。７番目、古くからある神社・寺院の再建と町の支援はです。

  この１問目の質問は、戸倉地区の人口流出により地区の形成の弱体化を懸念するもので、町

長へ対策を伺うものです。

  以上、壇上より質問といたします。よろしくお願いします。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、千葉伸孝議員のご質問、戸倉地区の再生はについてお答えを

させていただきます。

  まず、１点目のゴルフ場跡地の造成と住民の移転はいつになるのかとのご質問についてです

が、ご承知のとおり当該地域の一部において町が実施をいたします防災集団移転促進事業及

び災害公営住宅事業については、本年１月、国土交通大臣の同意をいただいております。

  議員お尋ねの戸倉団地の造成時期等についてお答えする前に、まずもって現在までの戸倉団

地の造成に向けた経緯、経過についてご説明申し上げます。

  昨年11月に開催をいたしました住民説明会の席上、住民の皆様に対し町としては本年夏ごろ

から造成着手を目指したいと思っている旨のご説明をし、また、本年２月に開催されました
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町議会東日本大震災特別委員会においては本年９月ごろを着工目標としていると資料を示し、

ご説明をさせていただいたところでありますが、その後、町教育委員会を中心としてＰＴＡ

や地域の方々を交え、戸倉小学校の移転場所の具体的な方向性が議論された結果、防災集団

移転促進事業予定地の隣接地への移転という方向性が示されましたことから、戸倉小学校の

移転場所と防集団地予定地との調整の必要が生じました。

  これを受けまして、町としてはまちづくり協議会の役員さん方との意見調整等を重ねた上で

防集団地の土地利用計画案をまとめ、５月中旬、戸倉地区まちづくり協議会の皆様にお示し

をしましたところ、宅地の配置等について再度の調整をお願いしたいとの意見が多く出され、

総会の決定事項として災害公営住宅の配置計画も含め、見直しの方向で土地利用計画を再調

整していただきたいとのことでありました。

  現在、住民の方々の意向に沿う方向で測量調査を実施し、宅地の配置等の検討を行っている

ところであります。見直し作業を行っているこの土地利用計画案が固まった段階においては、

着手時期、完成時期の見通しを含めて住民の方々に再度ご説明をさせていただく考えであり

まして、見直し後の案で合意形成が図られた場合においては本年秋にも造成工事を発注し、

平成27年度中の防集団地の完成を目指していくというのが現実的ではないかというふうに考

えております。

  次に、２点目の戸倉海岸線の道路計画と完成はいつかについてですが、議員のご質問にあり

ます戸倉海岸線は大部分が宮城県で管理しています。国道398号に当たると思います。この国

道398号は東日本大震災により大きな被災を受けたため、宮城県では災害復旧事業及び復興交

付金事業を組み合わせて整備を行いたいとして、その法線等につきましても防災集団移転計

画や他の復旧・復興関連事業と調整を行い、人や車の動線を考慮しつつ鋭意計画を進めてい

るというふうに伺っております。

  町といたしましては、早期の完成、特に戸倉地区の災害公営住宅の完成時期までは整備を完

了するように県に対して要望をいたしているところであります。

  次に、３点目のご質問、戸倉小学校・保育所の再建はいつごろかについてですが、まず戸倉

小学校の再建につきましては議員もご承知のことと思いますが、本年２月に教育委員会から

正式に町に対して戸倉小学校の教育財産の取得、すなわち移転新築についての意見の申し出

があったところであります。

  町としては戸倉小学校の今後の児童数の推移見込みを踏まえつつ、町の将来を担う子供たち

の命を守るため、学校施設を安全な高台に整備したいという教育委員会の申し出を了とする
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とともに、戸倉地域の復興を牽引するための中核的施設として防災集団移転促進事業の戸倉

団地に隣接する場所に戸倉小学校を新築することとし、このほどその整備事業に着手をした

ところであります。

  施設整備の具体的スケジュールにつきましては、本年度において学校用地の造成、設計業務

と造成工事を行うほか、校舎、体育館、プール等の設計業務を行うこととしておりまして、

平成26年度早々には建設工事に着手し、平成27年度中には施設の供用を開始したいというふ

うに考えております。

  なお、一日も早い併設状態の解消と安心・安全な教育施設環境の確保を図るために、まずは

校舎と体育館の建設を最優先に取り組んでまいりますので、ご理解をたまわりますようにお

願いを申し上げたいと思います。

  一方、戸倉保育所につきましては、防災集団移転促進事業で整備される戸倉団地の中に移転

し、併設する放課後児童クラブや子育て支援センターとあわせて整備し、複合、多機能を図

った戸倉地区の子育て拠点とするよう計画中であります。

  本年度は戸倉地区を含めた３地区の子育て拠点施設基本計画を策定し、その後、戸倉保育所

につきましては災害復旧事業により施設設計を行う予定となっております。現在、防集団地

の土地利用計画案の見直し作業を行っているところであり、いまだ具体的に戸倉保育所の完

成時期をお示しすることはできませんが、防集団地の造成工事との調整を図りながら戸倉保

育所の整備を進めてまいりたいと考えております。

  次に、４点目のご質問、町内・町外に散らばったコミュニティーの再構築についてでありま

すが、戸倉地区は津波による建物被災の割合が町内で最も高い地区であり、町外転出者が多

いことも議員ご承知のとおりであります。コミュニティーの再構築は、戸倉地区だけではな

くて、町全体の復興においても大変重要なテーマだと認識をしております。

  これに対しまして、まず第一に防災集団移転促進事業などによる住まいの再建を最優先に取

り組むということでともに、水産業の復旧や雇用の確保により生活再建もあわせて取り組ん

でいきたいと思います。

  町といたしましては、震災前のコミュニティーが維持できるよう集落単位での防災集団移転

を予定しておりますが、戸倉地区の皆様から広くご意見を頂戴し、なお一層コミュニティー

の維持・再構築に努めてまいりたいと考えております。

  次に、５点目のご質問、神割崎の町としての観光資源の整備・保護・発信はについてであり

ますが、神割崎は幸いにも大きな被害を免れた数少ない観光資源の１つであります。ご存じ
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のとおり神割崎周辺は石巻市と当町にまたがっており、神割崎への誘導路及び階段などはボ

ランティアのご支援及び石巻市の事業として既に修繕が完了しているところでございます。

  震災当初こそ景観資源としての神割崎への観光客は激減したものの、その後徐々に回復を見

せつつある町全体の観光客の入れ込み増の流れに伴い少しずつ客足も戻りつつあり、施設利

用者を見ましても震災前と比較し７割程度の回復となっております。

  また、神割エリアは神割崎に隣接するキャンプ場や観光プラザ、レストランなど、その他の

機能も備えておりますことから、より施設を活用するため指定管理者制度を導入し、現在は

神割観光物産振興組合が管理、運営を行っております。震災の影響により一部キャンプ場設

備の破損などが見受けられた箇所の修繕についてはほぼ完了しておりますが、以前から課題

となっている老朽化による周辺設備の改修については今後の検討とすることとしております。

  また、仮設住宅の設置や大型車両の待機場所などにより、以前はゴールデンウイークの恒例

行事となっておりました潮騒まつりについても現時点では再開のめどが立っておりません。

しかしながら、仮設商店街や復興市などがその軌跡を守るべく同期間にさまざまなイベント

を開催し、地域のにぎわい創出へとつなげております。

  また、指定管理者が行う独自のホームページなどは設置されておらないようですが、神割崎

に上る日の出情報やキャンプ場再開情報などに関しては継続して観光協会を軸にホームペー

ジや各パンフレットなどで紹介をいたしているところであります。

  今後も指定管理者制度を十分に活用していただきながら、施設を拠点とした地域活性化が図

られるよう、町としても整備、誘客に向けて取り組みを促進する所存であります。

  次に、６点目のご質問、瓦れき処理場の跡地の整備・活用についてですが、ご質問の震災廃

棄物の処理施設につきましてはご承知のとおり宮城県へ事務委託を行っている事業で、県が

整備した施設でございます。県では施設を整備するに当たり戸倉在郷地区の民地約17ヘクタ

ールを借り上げて施設を整備いたしました。県ではこの施設で今年度中に瓦れきの処理を終

了し解体して、契約条件どおり平成26年３月末までに現況復旧して返還する方向で地権者の

方と協議を進めているというふうに伺っております。

  次に、最後の７点目のご質問、古くからある神社・寺院の再建と町の支援についてですが、

基本的には神社、仏閣につきましては宗教法人でありますので、政教分離の原則により町と

して補助金を出すことはできません。ただ、文化財保護法に基づき文化財に指定されている

建造物の修理を行う場合には補助金の対象となる場合がありますが、議員お尋ねの戸倉地区

にある神社、寺院は文化財に指定されておりませんので公的支援を受けるのは難しく、個々
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での再建になるのではないかと思っております。

○議長（後藤清喜君） ここで暫時休憩をいたします。

  再質問は午後の再開後といたします。

  再開は１時10分といたします。

     午前１１時５３分  休憩

                                           

     午後 １時１０分  開議

○議長（後藤清喜君） おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。

  代表監査委員が退席しております。

  １番議員の一般質問を続行いたします。１番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 町長より７問の質問だったんで多くの時間を費やして説明いただきまし

た。

  今回の質問に関しては戸倉まちづくり協議会の活動が議会の中にはなかなか見えてこないと、

あと、高台移転の進捗、その辺も見えてこない、その現実の中で私はこの質問をしました。

それはなぜかというと、仙台、そして東京などにみなし仮設を利用して移転している方々が

戸倉地区の状況がさっぱり伝わってこないと。そして、戸倉地区にあって唯一残った荒町地

区の方もなかなか戸倉地区のどういった形になって今後再建されるか、なかなか見えてこな

いと、知らないということで、今回はこういった質問をさせてもらいます。とりあえず私の

質問の知る限りの中で再質問ということで町長にお伺いしたいと思います。

  まず、１点目のゴルフ場跡地といいますが、戸倉団地です。この部分の造成はいつかという

ことで、先ほどの町長の答えの中で９月の着工ということで、計画の見直しとかいろいろな

面があり、５月中旬から土地関係の利用を再検討して、ことしの秋に始まって27年度の秋ご

ろに完了すると。こういったさっきの戸倉団地についての説明だと思います。

  この場所に関しては震災後いろいろな紆余曲折がありました。行政のほうでもいち早くこの

戸倉地域の高台移転を目指すためにこの跡地の利用ということで、多くの議論が議会の中で

も交わされました。この震災後の戸倉住民の高台移転の場所として行政も不透明な土地の買

い取り業務があったのは、多くの被災後の議会の中で議論された、そういったものは同僚の

議員さんたち、あと執行部の皆さんもおわかりと思います。

  議会のあの議決がままならない中で楽天副社長から当該用地の買い上げがあり、町に用地が

寄贈され当町の用地となりました。これが23年８月８日、議論いろいろされまして、書類の
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不備とか、そういったことでもって、最終的には10月３日に土地が町のものになったという、

こういった経緯があります。それが23年10月です。

  あれからもう１年、２年を経過しようとしていますが、こういった中でこの土地の利用に関

しては、その後産業廃棄物が出たということで造成工事が一旦ストップし、高台移転が変更

となり、今に至っていると思います。なぜこの土地の確保にいち早く行政が動いて、そして、

何でこんなにここの造成まで行政が時間を要したのか、その辺、町長、お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 不透明と言いますが、我々は不透明な形で議案提出をしたわけではござ

いませんので、我々は我々として地域の皆さん、約1,500近い方々の請願をいただいて、それ

で我々としては土地を取得したい、そういう形の中で議案として提出をさせていただいたわ

けでございますので、現在に至っても我々不透明というふうな認識は全くございません。そ

こはひとつご理解いただきたいと思います。

  それから、もう１点でございますが、10月３日の取得と言いますが、ここの土地につきまし

ては12月26日に寄付採納願を私が受け取っておりますので、その以降ということになります

ので、時間的な問題についてはそういうことでご理解をいただきたいというふうに思います。

  なお、先ほど来説明いたしてございますが、町として住宅含め計画をつくりました。しかし

ながら、まちづくり協議会の皆さん方におかれましてはやはりもっと違う形の中でという要

望がございまして、それがまちづくり協議会の総会の中でそれが合意をされたと、もう１回

改めて町として我々が満足のいく土地の利用計画について改めて考えていただきたい、そう

いうふうなご要望の中でございますので、我々とすればあえて地域の皆さんがこれからずっ

とその場所にお住みになるわけですので、地域の皆さんのご要望を入れた形の中でもう１回

再度その計画を見直すということでございますので、その辺はひとつよろしくお願いしたい

と思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 地域の皆さんとよりよいまちづくり、地域づくりのために今まで時間が

かかったということの町長の説明でした。その辺は理解ができます。

  しかしながら、戸倉地区の戸倉団地跡地に関してのアンケート調査もありまして、270名の

方が早期移転の請願を出しました。それは皆さんもご承知と思います。この嘆願書のもとで

現在公営住宅は85戸、土地つき住宅が126戸の計画をしていますが、戸倉戸建てに関してはそ

れを計画するも70戸の希望ですか、それぐらいにしか至っていません。
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  公営住宅に関しても計画では85戸といいますが、果たしてこの数、町の想定したその数、今

現在これが確保されているのか、そして、今現在の進捗としてこの戸倉団地、その辺はどう

なっているのか。その辺お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 戸建ての防災集団移転促進事業に入ってくる方々は97戸ということに想

定をしております。それから、商店等含めて５つの事業者ということになります。それから、

災害公営住宅については85戸ということについてはご指摘のとおりだというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） そうすると、行政のほうで報告された73とか、そういった数字から大分

ふえたということだと思います。今、商店については５戸ということなんで、戸建てを希望

する方が商店もやりたいというような方向もあると思うので、その戸建ての数とこの事業所、

５戸の数というのはその中に含まれるのか、また、それは別なのか、その辺再度またお知ら

せください。

  あと、防災集団移転に関しては、これは間違いなく波伝谷地区が43戸、津の宮、滝浜が15戸、

藤浜10戸、長清水で20戸。これはあくまでもこの地区の人たちが希望している防災集団移転

ということで、この数に関しては問題なくそれで移行すると思います。

  しかしながら、まだまだ戸倉団地については数も満たっていないし、災害公営住宅も希望で

は85戸といいますが、それまで順調にいくのか、その辺お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） そういう細部の点については担当課長から答弁させます。

○議長（後藤清喜君） 復興事業推進課長。

○復興事業推進課長（及川 明君） まず、中学校、上野、折立地区を中心とした団地の戸数で

すが、97戸は戸建ての部分でございまして、５戸については公益的施設用地の中に入る商店

等が５戸ということになっていますんで、97戸の内数ではないと。

  ただ、まだ詰め切れていませんのは、その５つの事業者の方々がそこに店舗兼住宅なのか、

住宅はまた別な場所で商店だけなのか、そういった部分については今調査をしているところ

でございまして、数についてはそういった状況でございます。

  それと、各戸倉地域の防災集団移転事業の戸数的な部分につきましては、国土交通大臣への

事業計画を出す段階での意向調査の数字となっております。その後、実質団地に向けての設

計段階に入りまして、地域とのいろいろな話し合いの中で個別に移転する方も出てきますし、
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あるいは追加される方も出てくるということで、その数が最終的にイコールになるとは現在

のところは考えてはございません。まだ直前まで流動的な部分も含んでいるということでご

理解いただきたいというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 私が知る限りでは戸建ての場所に隣接して事業所を立ち上げたいと、そ

ういった話も聞いていますんで、この５戸の事業所というのはまだまだ今後戸建ての分と重

なる部分もあるので、なかなか今後もまだ流動的というような話だと思います。時間がまだ

あるのでその辺は戸倉地区に関してはすばらしいそういった町民が集えるまちづくりですか、

戸倉団地に関してはあの部分がやはり戸倉地区の中枢に私はなっていくと思いますので、ま

ちづくり協議会の中で議論を重ねて、その辺は間違いなく町のほうでもバックアップしなが

ら住民意向を十分に聞いて団地の形成を行ってください。よろしくお願いします。

  ２番目、海岸線の道路計画の完成はということで、この部分は398号線に関しては県の事業

ということで、法線に関しても町と県、その辺が協働して法線を描いていくというような形

だと思います。そして、23年度をめどに、戸倉地区の移転をめどに合わせてこの道路も完成

させていくと。

  今時点での法線に関しては戸倉団地の中央を398号が通るというような形で町のほうで計画

されていますが、その45号線から入る戸倉団地、そこまでと、あとずっと波伝谷を越えてそ

こに行くルートというのはある程度町の意向を踏まえて県がその道路を整備すると、そうい

った方向なのでしょうか。そのルートと住民の意向に関してどこまでそれを生かせるのか、

その辺お知らせください。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 398号線の整備についてでございますけれども、基本的には災害復

旧で現道復旧するというのが基本でございます。それで、今回交付金の中で話題になってお

ります防集団地がございますので、その防集団地を迎えに行くということで新たなルートを

決定するという手法でございます。それで、今のところ戸倉のゴルフ場跡地と、それから波

伝谷で２地区で大きく迂回をするというコースを決定をされております。

  ただ、どこまで町が関与できるかということでございますけれども、基本的には先ほど言い

ましたとおり防集団地を迎えに行くということで、その中で最小限の経費で必要なものをつ

くるということでございますので、いずれ事業費の関係もございまして町の要望についても

一定の限界がございます。今のところ県のほうから事業費内でやれる範囲ということでお示
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しはされております。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） そうすると、県の意向が強く出て住民意向が減るということは、今後そ

こで生活する住民の生活に関しては道路的には確保できる比率というか、その辺が少ないの

かなと。あくまでも予算に合わせた道路をつくる。私はこれは違うと思います。あくまでも

住民の、今まちづくり協議会を戸倉でやっていますが、そういった住民の人たちの意向を踏

まえた道路づくり、ルートの設定、その辺も必要だと思いますが、町長、その辺どうお考え

でしょうか。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 当然地域住民の皆さんに戸倉の防集のご説明しているときに、その398

号線の法線もお示しをさせていただいております。そういう中で地域の方々のご理解をいた

だきながら進めているところでございますので、町民の皆さんのご意向を全く聞かないとい

うことではございませんので、そこはご理解いただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） もちろん全く聞かないとは言っていません。とりあえずできるだけ住民

の方の生活を考えて道路のルートですか、その辺を決めてほしいと思います。

  人のうわさなのでしょうか、とりあえず県で設定したルートに関して、その土地の有力者の

方がこの土地はもううちのほうで造成始まっているので県の指定した道路からちょっと迂回

してくれないかというような要望をしたという話を聞きました。あくまでもそういった話と

いうのは聞けるはずもありませんよね、町長。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） こういう問題で個人的な都合を聞き始まったら災害復旧は進みません。

そこはひとつちゃんとご理解いただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） その辺ひとつよろしくお願いします。

  南三陸町においては観光立町を目指しています。そして、一日も早く観光を通して住民を招

き入れて町の復興に向かい、水産業の販路とか、そういった面でも輸送ルートとしてこの398

号、戸倉地区の道路というのは必要だと思いますので、全ての意味でこの部分というのは戸

倉地区を生かすための道路として必要な部分だと私は思いますので、この辺早期という考え

も含めて住民の生活がしやすいような状況の中で道をできればつくってほしいと思います。
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  それで、３問に行きます。

  戸倉小学校・保育所再建はいつごろかということで、町長のほうから戸倉小学校に関しては

隣接した場所にということで答えがありましたが、最初聞いた話ですと戸倉団地内に戸倉小

学校とか公共用地、公民館も含め、保育所も含めて、その用地に建てるというような形の方

向性を今まで私は私なりに聞いていました。

  そういった中で、隣接する場所にというようなさっきの答えがありましたが、隣接というこ

とは高台の戸倉団地ではないところに隣接ということなんでしょうか。その辺、お聞かせく

ださい。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 先ほども答弁で申し上げましたように、戸倉団地の隣接でございますの

で、そこはひとつそのように受けとめていただければと思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 戸倉団地内に隣接ということは戸倉団地内ということの判断を私はした

いと思います。

  そうしたときに、さっきの話ですと26年度にということなんで、戸倉団地の造成の完成時期

と戸倉小学校の建設工事、校舎、体育館というような形で説明ありましたが、この時間差と

いうのはどういうことなんでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 復興事業推進課長。

○復興事業推進課長（及川 明君） 済みません、ちょっと質問の趣旨がよくわからないのであ

れですが、一応団地の隣接する土地、いわゆる小学校の候補地あるいは戸倉の団地、災害公

営住宅の団地の土地の造成、これらは一体的にやっていくことになろうかと思います。こと

しの秋ごろから同時に着手していくような形で26年度の早い時点といいますか、そういった

中で建築工事を進めていくという先ほどの答弁だったように思われます。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 戸倉小学校に関しては団地造成よりも早くできるというふうな、最初の

町長のお答えの中で私は感じたんですが、戸倉小学校と戸倉団地、ゴルフ場跡地、あの辺に

関しては並行に進んでいくというような考えでいいんですか。はい、わかりました。

  とりあえずそうすると戸倉団地も早くなるというふうな形の見方をします。26年度着工で27

年度ということなんですかね。そうすると。その辺再確認です。団地も27年、そして小学校、

それも27年ということの判断でよろしいですか。はい。今、課長のほうから「うん、うん」
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というような話が出たんで、そのように伝えたいと思います。

  そして、今人口流出ということで、その辺が戸倉地区においては懸念されていますが、この

学校建設、保育所建設、やはり子供たちを親が任せる場所が近いところにあるとそこでの生

活を選択するように私は思います。この時期がずれることによってその地区民の流出が私は

加速するような感じを描いています。

  町のほうでは今の状況の中で精いっぱいいろいろな測量、建設とか設計とか、その辺を含め

てこの期間で、あくまでもそこまでかかるということはしようがないというような形の考え

なんでしょうか。町長、この辺お願いします。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 戸倉のことだけお話ししておりますが、我々としては南三陸町全体の防

集の問題を含めて取り組んでございますので、戸倉だけを突出して早くするとか遅くすると

かではなくて、志津川地区という大変広い地域もございますし、それ以外の浜浜の防災集団

移転促進事業がございますので、そういったことを勘案しながら進めておりますので、その

辺はひとつご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 私は議会の質問の中で志津川地区、歌津地区、全てやってきました。今

まで戸倉地区ということで私は今まで質問したことないんです。その地域の戸倉地区の被災

の一番大きい地区を町長にどうするかということを今聞いています。全体を考えるのは当然

です。それに関して戸倉地区に関しての町長の考えを聞きたいということです。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 先ほど来お話ししておりますように、地域住民の合意形成、これが大前

提です。そういった中で、合意形成が得られれば平成26年度から着工できると、そういう先

ほど来課長も答弁しておりますし、私も最初の答弁でそのようにお話をしているというふう

に認識しております。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 私の個人的な願いなんでしょうが、戸倉地区は町長も一番最初に言った

とおり今回の津波で一番被害が多かった地域です。そして、その後、仮設住宅に関しても登

米市横山地区に町長の判断でもってそこに仮設住宅を建てました。それによって人口の流出、

戸倉地区民の流出は私はふえたと思います。そういった中で、戸倉地区は大切だということ

を私はこの場で言っておきたいと思います。
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  その戸倉地区も平等にやっているとは思います。ただ、行政、町長の決断は基本的に町から

出してしまったことによって、町民がその移った地区での生活の安定さ、それを感じ、子供

たちの教育の場もこっちを選ぶというような環境をやはり町長の考えの中でつくったという

ことで、その人たちが住むなら登米市、石巻とか、そういったふうに変わっていったんでは

ないかなと思います。

  そういった判断は町長は正しいと言うでしょう。この判断の中でそういった今現実的に人口

の流出の中で戸倉地区民が私は多いということで、今回質問の中にその辺をコミュニティー

の再構築に関しても、人が減ることによってそのコミュニティーはすばらしい地域とか高台

移転、造成が進んでも、人が帰ってこなかったらコミュニティー、果たして今までああいっ

た地区地区にすばらしいコミュニティーがあったのが果たしてそれが再建できるかというと、

やはり人がいて初めて。幾らきれいな、そういった高台移転、団地とかできても、その辺は

なかなか私は難しいのかなと。地域の人たちがまた一体になってくるのにはこの人口流出を

どうして防いだらいいかという、これが私は戸倉地区に関しての喫緊の課題はそこにあると

私は思います。

  ５番目に神割崎です。この観光ということでちょっと質問に加えました。

  この間、神割崎に私も行ってきたんですが、町長の話ですと７割ぐらい復活しているという

ような話ですが、そこを管理している委託の方は「まあ、さっぱりです」というような形の

判断をしていました。

  そういった中で、石巻とか登米市は今、国定公園ですか、復興国定公園ということで石巻、

登米市のパンフレットはどんどんやはり南三陸町の神割崎もその中に入っているということ

でパンフレットをいっぱい持ってきて、今後こういった形でなりますということで来ている

んですが、志津川のほうとしては動きが遅いというような話を聞いています。

  そして、管理委託制度の問題がこの間議会でも取り上げられましたが、今人が集まらなくて、

そこに資金を使うのはどうかというような議論もその場でされたと思いますが、やはり委託

された管理委託の方はやはり１年この神割崎に手を加えなかったらここは荒れ地になってし

まうと、お客さんが来なくてもとりあえずその中でここをもう１回再生するんだということ

を言っていました。そういった中で、整備は委託の方がやっています。保護、これは町のこ

とだと思いますんで、保護するためには資金を流さないとできないと思います。

  あと、発信に関しては被災から２年３カ月たちます。観光協会いっぱい動いています。観光

支援いっぱい来ています。そういった中で、この発信というのは今ですとインターネットが
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主体になると思います。そのインターネットの中で神割崎を紹介しているのですが、その紹

介は被災前のホームページそのままだそうです。

  この町のこの神割崎のあり方、確かに今被災地の復旧・復興がやはり一番だと思いますが、

こういった観光地は維持存続させ、発信していってリピーターを１人でもつくることが今必

要だと思います。この辺、町長、考えをお聞かせください。

  あと、先ほど質問の中で、私もちょっと知らなかったのですが、いろいろなイベントを神割

崎でやっているというような話を聞きました。そういったやっていることが、復興市ですと

チラシとか、そういった形でもって告知するというような形があります。広報なんかでもそ

ういった広報活動をしているのかというと、ちょっと私今まで１回も神割崎のそういったイ

ベント広報を見たことがないんですが、その辺に関して、町長、お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） さっきのコミュニティーの話からちょっとお話をさせていただきますが、

基本的にご承知のように防災集団移転促進事業の第１号は藤浜地区です。そういうふうな取

り組みを町としてやってございますし、それから、ある意味コミュニティーと町全体を考え

れば、ある意味それぞれの前の集落の近いところに高台移転できるというのは戸倉地区がほ

とんどそうでございます。そういった意味においては、戸倉地区は確かに被災は大きいんで

すが、その後のいわゆる高台移転につきましてはある意味昔と同じコミュニティーの中で形

成ができるということですので、ある意味、そういう意味では大変な思いをするのはある意

味志津川地区の皆さんがそれぞれ東、西、中央という形の中でみんな分断されてしまう、そ

ういう思いで入っているわけでございますが、そういうことでございますので、ある意味特

段に戸倉が大変だということはなくて、この大震災、皆さんが大変つらい思いをするという

ことだと思います。

  それから、神割崎の関係でございますが、ホームページ等につきましてある意味、これは指

定管理者制度になってございますんで、ある意味そういった請け負った業者の方が積極的に

そのホームページ等もやはりつくって、自分のところでもやはり情報発信をするという、そ

ういうことも必要なんだろうというふうに思います。

  イベントという話をさっき言いましたが、実はあそこではイベントはしていないんです。あ

そこでは一切できないんです。今の状況では。あそこは仮設住宅がありますんで、駐車場も

使えないというところですので。したがいまして、あそこのイベントの情報を流すというこ

とは多分これまでもなかったと思います。
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  したがいまして、これからどうやってあそこに集客をするかというのは、ある意味では観光

協会のお力もかりなければいけないんですが、ある意味指定管理者制度ということで請け負

っていただいている業者の方にも積極的にそういった情報発信をお願いをしたいというふう

に思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 管理委託の業者にホームページとか作成してほしいと。ある民宿でホー

ムページを立ち上げているのに月々５万円とか、やはりなかなかホームページつくるという

のは難しいことで、一事業所全てがそれをできるかというとなかなか難しいのが私は現実だ

と思います。そして、年間ホームページ作成するのに60万円、基礎でもって30万、50万とか

かって、150万円をホームページ作成に私はできないと思います。

  そして、ホームページ作成と言いましたが、被災前に240万円というお金を使って観光協会

にホームページをつくる業務を委託を行政でしているんです。そのぐらいホームページをつ

くるということは大変なことで、町でも企画課が町のホームページをつくっているときに幾

ら使っているかわかると思います。町長が簡単に、ほかの事業所さんはやられているかもし

れません、それが皆が皆ホームページをやれるかというと、なかなか私は難しいのかなと、

そういうふうに感じます。

  神割崎については前者も三陸復興国定公園ということで町長も話していましたが、こういっ

た公園を指定することによって被災地の力を高めていくというような形で国のほうで考えら

れたものです。福島の相馬から青森の八戸まで70キロに及ぶ公園の三つの公園を一つにする

というような形で、自然とともに生きる地区が私は戸倉だと思っています。その復興を加速

するためにもやはりこの公園の活動にもっともっと町は力を入れるべきではないかと思いま

す。

  今、神割崎に仮設が建っています。確かにそこは駐車場であり、オートキャンプ場でありま

したが、前のある程度広い場所があります。小さくてもいいからそこで何かをするイベント

の提案を町のほうでどうだということでして、そして町の商店、復興市のスタッフ、そうい

ったところ、あとさっき町長が言っていましたが観光支援、いろいろ団体が来ています。そ

の人たちに声かけして、小さいながらもそういったところでこういったイベントを開くとい

うことも、できないことは私はないと思います。

  そういった形の中で、できればそういった提案も町のほうから観光協会、そして商工会、そ

の辺をうまく活用して管理委託されている神割崎、あそこは南三陸町、志津川の景勝です。
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一番の景勝地です。その場所を何とか生かし発信する方法をもっと町は考えていってもいい

んじゃないかなと思っています。

  そして、被災後に関しては、神割崎のキャンプ場は被災された方が法事なんかあったときに

あそこで法事、供養をしたとも聞いています。そして、被災後すぐにあそこは立ち上がって、

あそこに多くの人たちが戸倉地区民の安否を聞きに来ました。被災地の案内所の役目も神割

崎はしていました。そういったことも行政は復旧・復興ということで、こっちの町の復興、

確かに大変ですが、そういったこともその管理委託者はしていたと言っています。

  そして、私たちがこのキャンプ場を守る理由は何かというような話をしたんですが、やはり

地区民が来てほっとする場所として、あと、ほかから来てそこでコーヒー飲んだりとか話を

して来町者がほっとする場を確保したいと。本当にすばらしい、この苦しい中で活動してい

ました。

  だから、こういった人たちは救済していくべきだし、その場所もやはり、今修復が必要だと

言っていましたが、早く、限られた予算かもしれませんが、その中で改修して、そういった

集える場所というか、そういった場所をそこにつくることも私は必要だと思います。やはり

石巻からの南の玄関口です。やはり、あっちの被災地を見ながら志津川の戸倉地区に入って、

志津川市街地を見る方もたくさんいます。そういったためにも、やはり道路も含めて戸倉地

区の復旧・復興を早目にと言ったのはそういったところにあります。

  もう一度神割崎のあり方、レストハウスですか、あのあり方、町としてどういった取り組み

をするのか、町長、お願いします。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 神割崎の施設そのものに関しましては、そして神割崎のあの施

設の重要性というか、それに関しましては、今議員がおっしゃいましたそのことと私どもの

ほうが大差ないと考えておりまして、非常に今後の重要性に関しましては大きなものがある

と考えております。

  ちなみにですけれども、あそこで、自分のところで直接ホームページは立ち上げておりませ

んが、町の観光協会のほうで立ち上げておりますホームページのほうで神割崎の施設のこと

も載せております。おかげさまで今回の震災でそれほど大きな被害はなかったのが幸いだっ

たんですが、それでもシャワー室だとか、その辺のところが地震でやられたところは昨年度

に直しました。それから、ベンチだとかに関しましても古くなっているのは新たに直してお

ります。
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  ちなみに、24年度に関しましては、やはりアウトドア志向そのものが少しこういう状況で減

ったためかどうかわかりませんけれども、22年度と比べますとキャンパーは４分の１ぐらい

でした。

  それから、レストランに関しましては、今議員がおっしゃいましたように、いろいろな方々

がいろいろな目的で訪れていただいた関係で、22年度と比べますと約９割近く、それぐらい

の利用がありまして、全体では先ほど町長申しましたように震災前の22年度と比べますと約

７割くらいが24年度利用客があったという、そういうことなものですから、議員がおっしゃ

いましたようにあそこは南の玄関口でもありますし、いろいろな意味でも使えますし、今は

震災後なものですからこのように訪れる方も以前よりは少ないでしょうけれども、また今後

戻ってくることが考えられますので、私どもとしましても施設の整備も踏まえながら、あの

辺の管理に関しては意を用いていきたいと考えております。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 町長にお願いなんですが、ぜひ神割崎を利用した何かイベントですね、

復興市含めてその辺にぜひ働きかけてもらいたいと思います。それをお願いして５番目の質

問を終わります。

  そして、６番目です。瓦れき処理場の跡地の整備・活用はということで、町長のさっきの答

えには県の施設としてとりあえず今年度いっぱいで事業は終了し現況復旧をすると、そこま

での答えだったんですが、私が聞いているのはその跡地を今後どうするのかということを聞

いています。その辺もう一度答えをお願いします。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 前段の神割崎の関係ですが、11月３日にツール・ド・東北という自転車

の競技があります。そこが神割崎を中心というか、あそこが折り返しになるのかな、中間地

点になって、あそこでたくさんの方々がおいでになると思います。

  それから、跡地利用の話でございますが、基本的にはこれは地権者の皆さん方と原形復旧し

てお返しするという、そういう契約でございますので、そういう形でお返しするというのが

大前提です。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） あの部分、在郷、上沢ですか、あの辺の地区民の方、私の同級生も結構

たくさんいたんですが、家族を亡くしたり、あそこの復旧は無理だろうと。河川堤防もでき

るし、その辺でなかなかあそこに農地とか建物を建てるのは幾ら8.7メートルの防潮堤ができ
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てもなかなか無理だろうと。あの津波の悲惨を体験した人間にしかわからないあの地区の現

状があります。

  そういった中で、現地復旧して、現況復旧してもとに戻すと、それはわかります。しかし、

その後その人たちがその土地を要らないというふうな形でもって土地を町に買ってもらった

跡地が残ると思うんです。歯が欠けたように。その土地を町としてどういった活用とか、ど

ういった取り組みをしていくのかという、こういったことを聞いています。町長、もう１回

お願いします。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 基本的にはあそこは農地でございます。お友達にお聞きになったという

お話しておりますが、実はあの地域でももう既に３回地権者の皆さんの意見聴取をやってお

ります。そこの中で原形復旧をするということが方針としてほぼ打ち出されてきております

ので、そこは地権者の皆さん方のお考えを、最初の契約の時点でそうですから、そこは地権

者の皆さんのご意向を尊重するというのが普通だと思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） あの地区の方々が自分たちの農地を持っていると。その農地を復旧とい

うことなんですが、町としてもその農地復旧に関してどのような方向性を描いているのか、

そして、あの地区の何％が農地として復旧され、今後小さい瓦れきも取っていくと思うんで

すが、その辺をどういった形で復旧まで持っていくのか、その辺お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 県の事業なものですから確実に詳細なこと

までは申し上げることはできませんが、産業振興課のほう、農政のほうとしてはいずれもと

もと所有されていた農家の農地につきましては従前どおりの面積で農地として戻ってくると

いうふうに理解しております。

  ただ、その中から河川工事などで減る分について、また別事業でのことですので、一旦はそ

のように受けとめているところでございます。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 県の事業ということなんですが、基本的にはその土地は現況復旧してそ

の農地の持ち主に返すと。農地の方々が結局そこでまたやるにしても、瓦れきの小さいもの

をその水田、畑から取らないといけないと思うんです。その復旧に関しては県の事業の中で

やるかもしれませんが、その後農地にした場合に今あそこからもう出ていったりとか、農地
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を売ったりとかする人が出てきていると思うんです。換地になったりするわけでしょうが。

その人たちのもうそこでやらないという部分に関してはどうするのかということを聞いてい

ます。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） これも県と町のほうで同じ席でお話を聞い

ている中でのお答えになりますけれども、確かに農業機械とか失っている方々が大勢おりま

すので、今後国の復興交付金事業などを使ってあの地域で圃場整備事業が隣接する農地で行

われますので、そちらの営農組織とうまく連動させながら整備された機械の中で、地域の中

で営農意欲のある方がなるべく農地を無駄にしないような形の営農を進めていくように働き

かけたいと思っております。

  あの瓦れきの部分については新たに土を入れますんで、小さなガラスとか、そういった部分

については心配ないのかなと思っております。いずれ盛り土する計画ですので。よろしくお

願いします。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） もちろんあの地区も地盤沈下しているので、瓦れきの小さい部分を取る

というような話も今出ましたが、基本的には盛り土でいかないとしようがないと。盛り土に

して農地にするまでまだまだやはり時間がかかりますので、本当に行政がしっかりその部分

に入っていかないといけないと私は思います。

  あと、私の知っている人というか、知人という話をしていますが、やはり既にもうあそこか

ら東京に、そして登米市にもう移っています。その人たちの土地はあくまでも農地に関して

は換地だと思うんです。その換地された部分をどうするかというのは今後の町の課題でもっ

て、そこを誰かが大規模農耕をするとか、そういった形であそこは生かしていくのかなと。

農地として活用でしたらです。

  あと、やはり企業誘致の中で水耕栽培とか、やはり大々的な事業が被災地、多くの農地で今

行われています。その辺も含めてやはり町の取り組む事業じゃないかなと。やはり、住民の

余力ってそこまで残っていませんので、町がいっぱい入って、県も入って、国にも足らない

部分は陳情して、その辺の住民の生活を元どおりにするというのはなかなか難しいんで、生

活の糧であるその地区の農業、漁業を守るような再建策を町のほうとして住民と一緒にその

辺を進めていってほしいと思います。

  あと、次、７番目入ります。
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  古くからある神社、寺院の再建と町の支援。これに関しては被災直後も水戸部のあの地区の

ことを町長に質問しました。そのときに、政教分離があるので町としてはかかわれないとい

うこと、その辺重々私は知っています。今ここで聞きたいのは、最終瓦れき処理場のあのと

ころに関して、なくなった後の道路です。あと、その寺院、例えば水戸部でしたら神社があ

るんですけれども、そこはもうずたずたに道路がやられていますので、その辺の道路に関し

ての早期復旧とか、その辺もさっきの問いになっていきますが、あえて水戸部、在郷地区の

ことを言えば、瓦れき撤去が今年度終わった場合に、その後のあの道路形成です。その辺を

どう図っていくのか。今の考え、ありましたら、その辺お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 在郷地区の道路の復旧でございますけれども、基本的に災害復旧で

国の査定を受けて予算的なものは確保しております。ただ、今すぐできないのは二つほど課

題がございまして、一つが瓦れきの処理場がまだあるということと、それからもう１つがバ

ック堤があると。それとあと、農地の圃場整備がございますので、それなどを含めて今最終

的にはどういう形にしたらいいか関係者で検討しているという状況でございます。いずれ支

障ないように復旧はいたすという方向ではおります。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 私は寺院とか神社がなぜあるかということを考えた場合に、その地区の

人のよりどころとか心のよりどころ、そういった場所と私は思っています。そういったこと

の観点の中で町として戸倉地区にあるそういう神社、仏閣に関して、その近辺の整備をして

やることによって、その地域民がそこに行って皆さんと寄れる場だと私は思っています。

  やはり、生まれたり亡くなったりすることによって神社にお参りしたり、亡くなればお寺さ

んにお世話になる。そういった今の形ありますけれども、その中でやはりその地域になくて

はならない存在が神社とか仏閣だと思いますので、その辺の周辺の環境づくりです。その辺

は町の事業だと思います。

  そして、神社、仏閣に住む方も町民です。この町民の方々が高台移転をします。それも現実

的には今までの質問の中で戸倉地区の復興はやはり時間がかかるというのが現実であった中

で、そういった皆さんが葬儀をする場とか、あとそういったお祭りの場とか、心の支えにな

る部分の中心となる宮司さんとか住職さんあたりのそういった住居の確保です。生活の場が

しっかり確保されて、やはりその地区に根ざしたそういった住民の人たち、氏子ですか、あ

と檀家の人たちへの後押し、支援とか、その辺もできると思いますので、その辺町のほうに
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できれば道路整備ですか、その辺早急にお願いしたいと思います。瓦れき処理場跡地、あの

辺は今年度で終わるわけですから、早急にその辺は整備してほしいと思います。

  それでは、２問目の質問にいきたいと思います。

  ２問目は志津川市街地のかさ上げ整地と環境整備は、です。その質問の内容は、被災市街地

復興土地区画整理事業の60.2ヘクタールのかさ上げ状況と完了はいつごろか。そして、２番

目に、道路と防潮堤、河川堤防の予定どおりの計画進行か。３番目に、震災復興祈念公園

23.7ヘクタールの祈念碑・慰霊塔の建設はいつごろかです。

  なかなか復興の姿がこの志津川市街地に当たっては、海岸線の整備は大型船も入ってやって

いますし、あと造船場に関してもやっていますが、なかなか復興の姿が見えてこないと。志

津川市街地の計画が予定どおりに進んでいるのかをここで伺いたいと思います。

  地区住民が南三陸町に戻ってくるんだという意欲を失うことのないように、復興が確実に進

んでいるのかを町長に伺うものです。よろしくお願いします。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、千葉伸孝議員の２件目のご質問、志津川市街地のかさ上げ整

地と環境整備についてお答えをさせていただきますが、まず１点目のご質問、被災市街地復

興土地区画整理事業におけるかさ上げの現状と完了時期についてでありますが、ご質問の土

地のかさ上げにつきましては９月以降、津波復興拠点整備事業によります高台東地区の造成

により発生する切り土61万立米のうち、49万立米を市街地へ搬出することとしておりまして、

以後、同様に高台３団地から出る発生土でかさ上げを実施してまいります。

  本来であればかさ上げは事業認可後、仮換地指定がなされてから着手すべきではありますが、

事前着手の手法として土地所有者の方々から書面にて着手の承諾をいただき、埋設物の撤去

作業などを先行して行った上で進めることとしております。

  また、完成の時期につきましては、先行まち開きエリアとして五日町、十日町付近と大森町

付近を先行的にかさ上げし、それ以外の事業地区につきましては国道、県道などの工事状況

と調整を重ねながら工事を進め、平成30年ごろまでには全体の完成を見込んでおります。

  今後は土地の使いやすさを考慮した高さを詳細に検討し、各年度ごとの工事進捗状況を示す

工事展開図を作成するなど、わかりやすい事業の進捗を図ることとしております。

  次に、２点目のご質問、道路、防潮堤、河川堤防の進捗状況についてですが、国道と県道に

つきましては区画整理事業にも密接に関係することから、施工箇所など国や県と連携を図り

ながら随時着手に向け調整を図っているところであります。
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  一方、防潮堤及び河川堤防につきましては、宮城県において年度内の発注に向けて現在設計

に取り組んでいる状況であり、平成27年度の完成を目標として鋭意事業を進めていると伺っ

ております。

  次に、３点目のご質問、震災復興祈念公園の23.7ヘクタールの祈念碑・慰霊塔の建設はいつ

ごろかについてでありますが、八幡川右岸の汐見、八幡町地域につきましては、震災復興計

画において公園・緑地ゾーンとして土地利用計画がなされており、鎮魂や祈りの場として震

災復興祈念公園の整備を計画しておりましたが、23.7ヘクタールを全面的に公園として整備

することは整備費やその後の維持管理費における課題が山積する等の事由により関係省庁の

同意が得られないことから、計画を見直すこととしております。

  見直しに当たっては、公園のあり方や周辺の土地利用に関しての志津川地区まちづくり協議

会からもご意見をいただいているところであり、現在の検討状況といたしましては復興祈念

公園として施設整備する面積を約3.5ヘクタールから５ヘクタール程度まで縮小することとし、

残り約20ヘクタールにつきましては自然的土地利用とすることを検討しております。

  町としては速やかに今後の公園及び周辺地域の土地利用計画を策定し、関係省庁と協議の上、

具体性を高めていく所存であります。

  なお、ご質問の整備時期につきましては、公園内に整備する祈念碑や慰霊塔などの具体的な

施設について、今後住民の方々のご意見を取り入れながら、どのような内容の公園とすべき

か検討していきたいと考えております。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 初めの１問目の問いなんですが、なかなか志津川市街地のかさ上げは多

くの時間を要するということが今初めてわかりました。30年度ということで、確かに東浜地

区から取った土を市街地に置くということで、もう大きな事業だと思います。そういった中

で30年以降に市街地のゾーン形成のもとに市街地形成がなされると。私はなかなか本当に大

変な事業で、町行政の本当に大変な事業はわかるんですが、本当に気の遠くなるぐらいの被

災住民の方のこの町の計画案だと思います。何とか形が見えるような状況を町でもってやは

りつくらなければいけないんじゃないかなと思います。

  そういった中で、今町長のお答えの中に五日町、十日町、大森地区、この地区を最初にやる

と言っていました。五日町、十日町、大森。何でここに海岸線の本浜地区とか、あと南町、

この辺が何で入っていないのか、この辺の根拠を教えてください。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。
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○町長（佐藤 仁君） 基本的にはまち開きの中で商業・観光ゾーンは五日町、それから十日町、

それから大森付近については水産加工場の誘致工場をそこに当てていくと、そういう考えで

す。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 観光・商業用地ですか、その部分と水産業である加工場の部分を最初に

造成すると。これは町長のいつも進めている町の今後のあり方として一番重要な部分を拠点

としてやるというような判断だと思います。

  しかしながら、多くの土地に関してまだまだこれが進まないという現状がこの今の報告の中

にあると思います。やはり、まちづくりは、商業となりわいの糧であるそういった水産業と

か、そういった部分が視点ということでこの地区が最初だということなんですが、町民のこ

の部分に属している人たちって果たして何％あるかということに関しては、東地区から持っ

てくる土、これでもってここの部分の埋め立てを進めるというような考えなんですが、果た

してこの考えを今町民に伝えた場合に、私はもっとこの土地から去っていく人がふえるんじ

ゃないかなというような感じがします。

  やはり、最初描いたようにもっともっと早いスパンで、スピード化とは言っていますけれど

も、スピード化がこの答えからはどこからも受けとめられないという私は現実があります。

志津川地区の３地区においても27年度末ということは、まだまだ先です。住宅建設に関して

は今時点でもって、今注文したら建設は１年半後だそうです。今注文してです。そして、土

地の造成がなかったら今注文できません。そして、坪単価も50万だった今の坪単価がその当

時になったら60万、70万、80万までいきます。もうちょっとこの計画、加速することはでき

ないでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 見解がずれているようでございまして、我々はスピードを上げるために

水産ゾーン、それから商工観光ゾーンをこちらの東地区の東、こちらの土を持っていってい

ち早くかさ上げをして、そこでまち開きをして、加工場等を含めて再開をしていただく、そ

れが我々にとってのスピードだというふうに思います。とにかく全体を一斉にかさ上げをす

るということははっきり申し上げて無理だというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 土を取っていって被災地に盛り土をするという場合に、ちょっとある専

門家から聞いたんですが、今町で計画しているのが基本的に今の部分ですと盛り土していく
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のに一挙に盛り土はやはり無理だという話なんです。やはり、30センチぐらいの何回も何層

も何層も積み上げて基本的にはその土地を確保するというような、かさ上げするというよう

な方法なんですが、そういった感じの中で町長が話していらっしゃった最初の30年までとい

うのは、平成30年です、それはその地区だけじゃなくて全地区においてのかさ上げというこ

となんでしょうか。私ちょっと今聞き漏らしたんで、その辺もう１回確認させてください。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） そうです。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） そうすると、今町長が初めに言った五日町、十日町、大森地区に関して

はいつぐらいまで盛り土かさ上げが完成するということなんでしょうか。そして、２番目の

問いにもかかわってきますが、防潮堤、河川堤防に関してのこの兼ね合いです。ちょっと見

えない部分があるんで、その辺も着実に終わった時点でここに商工用地、そして観光用地、

そしてそういったゾーン形成するということなんですが、やはりしっかりした防災があって

初めて、まち開き、まち開きと町長が言っていますが、まち開きって加工場ができて商工用

地ができて、それがまち開きかというと私は疑問に思うんですけれども、やはり町民が帰っ

てきて、町民の皆さん、ここに幸せな笑顔をつくることがまち開きの一番の目的だと思いま

すが、その一番最初として、町長やはり加工場ということなんですが、その辺、大森地区、

五日町地区、十日町地区、この辺のかさ上げはいつぐらいにできて、河川堤防、防潮堤に関

しても26年ということは26年度ぐらいにそれが完成するということなんでしょうか。その辺

お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 復興市街地整備課長。

○復興市街地整備課長（沼澤広信君） まず、低地部の市街地の完成年度の30年ということなん

ですけれども、あくまでも区画整理事業の完成というのが換地が終わってというのを事業の

完了とします。要は換地というのはきちんと登記したりとか、そういった事務手続が全て終

わったのを完了と言っています。

  一番は、では造成時期がいつまで終わるのかということなんですけれども、こちらに関しま

しては27年度早々にまち開き、あとは大森での水産加工場のところの造成を、まずそこを第

一目標にまずは持っていきましょうと。

  ただ、そこだけを集中して盛っていくんではなくて、ある程度その周辺も盛っていかないと

高さが五、六メートルなりますので、そこへのアプローチする道路とか、そういったものも
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必要になってきますので、やはり周辺もちょっとずつ盛りながら、ただ、一番優先的に盛っ

ていくのはそのまち開きエリアだったり大森のエリアを当面27年度早々に造成が終わるよう

にということで考えております。

  河川堤防や防潮堤なんですけれども、こちらも県の事業なんですけれども、今我々聞いてい

る中では今年度中に発注しまして、今年度末までに順調にいけば、不調等なければ契約する

見込みと聞いています。

  それで、おおむね２カ年程度、26年、27年で完了させるということで聞いておりますので、

そこは防潮堤と河川でいえば新井田川になるんですけれども、その辺は我々のまち開きエリ

アだったり大森の団地の造成に影響ないように事業調整しながら優先的に工事を進めてもら

うなり、そこは事業調整していきたいと考えております。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 今の答え、しっかり理解できました。

  とりあえず観光商工ゾーン、その建設に当たってはとりあえずそこに観光客の方が来るわけ

なんで、その辺の津波防災、それに関しては間違いないものにやはり町では進めていかない

とそこに来町者を迎えられないという現実がありますので、その辺を踏まえて今の課長の説

明ですと理解できます。やはり防潮堤を確保してかさ上げをしっかりしてというような話で

すので、その辺わかりました。

  あと、まちづくり協議会の中で広大な市街地のかさ上げに関しては大体その高さが3.5メー

トルから６メートルであると今説明してくれた課長のほうから聞きましたが、その中でかさ

上げの部分が本浜地区の今海水の中にあった部分はその辺になると８メートルぐらいの、や

はり６メートルのかさ上げにするんだったらばやはりそこは２メートルプラスして８メート

ルぐらいにかさ上げしなければならないというような話をこの間課長のほうから聞きました。

その８メートルその部分かさ上げして、そして６メートルにして、そして8.7メートルの防潮

堤をつくると、そういった考えだと思うんですけれども、それでいいんですね。そういった

考えで。

  私は、最初の説明ですと８メートルがあって、あくまでもそれを基準にして8.7メートルの

防潮堤というと16.何ぼかなと思ったんですけれども、やはり今みたいなとりあえずかさ上げ

は６メートルを基準だと。それにして防潮堤と防波堤、河川堤防、その辺をつくると。そう

いった方向でまちづくりをする、まち開きをする、そういった方向ですね。わかりました。

  市街地の形成はできれば安全、そして土地の地盤に関しても液状化とか、土砂が崩れたりと
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か陥没ができたりとか、そういったことのないように時間をかけてやはり土地のかさ上げは

していかないと、何か問題があったらこれはやはり行政の責任だと思うんです。そこで加工

業、例えば換地でもって商工観光用地に建物を建てても、そこに何か起こった場合には個人

じゃなくて、そこを造成した町のほうの責任になるので、その辺は町のほうでしっかり造成

事業を行ってください。

  そして、次に最後の震災復興祈念公園、23.7ヘクタールですか、この部分が今町長に聞いた

らばもう大々的に縮小となったと。3.5ヘクタールから５ヘクタールにと。前々から復興祈念

公園のあの地区の23.7ヘクタールのものは復興推進事業課長のほうから前に説明あったとき、

やはり町の維持管理が大変だということで県のほうから縮小を話されたと、申し入れられた

と。

  そういった中でここまで縮小になりました。今現在のまちづくり協議会の考えにこの3.5ヘ

クタール、５ヘクタール、この縮小になった事実はまちづくり協議会の公園部会のほうに報

告がされて、その中でまちづくり協議会が土地のあり方をどうしたらいいか相談しているの

か、その辺お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 復興市街地整備課長。

○復興市街地整備課長（沼澤広信君） 今議員おっしゃったとおり、祈念公園等の公園になる部

分についてはおおむね３ヘクタールから５ヘクタール程度という範囲を持たせていただいて、

まちづくり協議会のほうで土地利用計画を今検討していただいているところであります。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） まちづくり協議会の中で今検討しているという話だったんですが、まち

づくり協議会はもう既に大々的にあの公園の用地を活用するための構想がいっぱい描かれて

いました。それがその祈念公園の部分が縮小することによって、今まちづくり協議会の中で

計画されて町に答申することを今考えていましたが、大きくこのまちづくり協議会の考え方

がまるきり変わってしまうというような状況にあると思うんです。

  そういった中で、町長は前々から、今回の同僚議員の質問の中でもいろいろまちづくり協議

会、戸倉地区も初め、志津川地区、歌津地区も初め、まちづくり協議会の中で議論されてい

ることというのは意外と町のほうに言っても町の計画が重視されるというような形で、私は

高台移転部会に入っていますが、なかなか私たちがこういった方向にと言っても、基本的な

復興計画があるのでまちづくり協議会の提案が町のほうに波及されるかというと、波及され

ないような形で私は思っていました。そのまちづくり協議会のあり方です。市街地を含めた。
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そのあり方に対して町長はやはりその提案、答申を、満遍なく、でき得る限りその提案を取

り入れるというような考えでいるのでしょうか。その辺お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 基本的には町の復興計画がございます。それをベースとして地域づくり

を、まちづくりを今進めてございますんで、いろいろなさまざまなご意見をいただいて、そ

この中でその根幹をなす部分以外の部分で取り入れられる部分については取り入れるという

考えでございますが、いずれ全てを取り入れるということはこれは到底無理な話ですので、

そこはまちづくり協議会の皆さんにも、まちづくりの会長さん含めて副会長さんたちもその

辺はちゃんとお話をさせていただいております。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 祈念公園の慰霊碑とか祈念碑、この辺の関係の記事です。ちょっと３月

４日の記事に慰霊碑建立を要望ということで町長のほうに多分要望したと思います。町民の

750人の方が請願書を集めて町のほうに、結局要望ですね。要望書を出したと。これに関して

の町の答えが、もう結構新聞を見ているんですけれども出ていないんですが、この要望書に

対して町の対応、どのようなふうにしていくのか、町長、お聞かせください。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 趣旨は我々もそういった考え方の中で公園も含めて整備をしていくとい

うお話をさせていただいております。ただ、残念ながら優先順位ということで、果たしてそ

れが一番最初にやるべきことなのかということについてはお話をさせていただいております

ので、いずれ将来的に、近い将来になると思いますが、そういった祈念公園を建設するとい

うことについては間違いない方向だと。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 多くの被災地に今、祈念碑、慰霊塔が建っています。それは鎮魂の場、

結局手を合わせる場所が被災地にはないから、そういったものが自治体であったり、個人で

あったり、ＮＰＯ法人であったり、支援者がその祈念碑とか、そういったものを建立してい

ます。

  そういった中で、南三陸町においてはいまだに、町のお寺のほうには何かそういった像が建

てられていますが、なかなか市街地のどこにもない、こういった現実が今あっている中で、

そう遠くない時期にやはりこの建立も考えていくというような今町長の答えでした。

  そしてあと、この間ですけれどもチリ共和国からモアイ像が贈呈されました。臨時の設置場
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所として志津川仮設商店街に建立されました。盛大に除幕式が行われ、ホテル観洋で250名以

上の超える方々で祝賀会が開催されました。モアイ像の隣に津波で死亡された、不明となっ

た方々の慰霊碑建立、この辺の考え、町長、やはり無理なんでしょうか。何が無理な理由な

んでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 私は無理だと言った記憶はございません。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 無理じゃないと。何でなんでしょうか。今すぐ建てられないのか。教え

てください。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 土地のかさ上げの問題等々ございますし、それから、今ご案内のとおり

モアイも仮設置ということでございますので、この間もお話ししましたように本設置の際に

はそれなりのしかるべき慰霊碑、慰霊塔ということについて考えるということで再三再四お

話をしております。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） モアイの設置に関しては祈念公園ができたときに移設というような形で、

今仮設商店街に建っています。何で慰霊碑をあそこに仮設置して、祈念公園ができたらそっ

ちに移すというような考えは町長にはないんですか。かさ上げがなされてからと。何もあの

部分じゃなくて、今モアイ像が設置されている部分に祈念碑を置いて、ここに観光支援でい

っぱい来ている方もあり、お盆もまた近づいてきます。そういったところに手を合わせる場

所、そういったものがないのは私は不思議だと思います。何で南三陸町が全国から有名にな

ったかというのは、小さな町で多くの被災者が出た、人口割にしても。そういった現実があ

るのに、その亡くなった、不明になった方への追悼、鎮魂の場所がないというのは私はおか

しいと思います。

  チリ共和国のあのモアイ像の寄贈は私は本当に友好のきずなだったりとか、復興への励みだ

ったりして、すごい貴重なことだとは思います。モアイ像があそこに仮設置されて、祈念碑

が何で設置されないのか、その辺を私は疑問に思いますが、この辺もう１回お願いします。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） モアイの仮設置と慰霊碑の仮設置を同レベルでお考えするというのは果

たしていかがなものかなと私は個人的には思います。
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○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 個人的には思うというよりも、亡くなった方の鎮魂ってどこにあるんで

すか。まだまだ防災庁舎ですか。おかしいじゃないですか、それは。観光バスと言いません。

被災地支援です。そのバスが今５台も６台もあそこの防災庁舎にあります。そういった場所

よりもあっちのほうに設置して、そして亡くなれた方のやはり鎮魂のためには慰霊碑、何も

あそこのモアイの場所じゃなくてもいいです。あの辺土地は十分にありますから。今度研修

センターがあそこの脇に建ちました。町の住宅だったんで、あの部分にしっかりとした設置、

しっかりとしたつくりの場所の何かを建てればできないことないじゃないですか。それをモ

アイと一緒にするという、それをおかしいというよりも、建てないこと自体が私はおかしい

と思いますが、その辺、町長、どうでしょう。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 何回も繰り返しますが、具体にそういった土地が出てきたときには慰霊

碑、慰霊塔については建設をしたいと。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） この議論をしても防災庁舎解体と同じような形になって、議論の繰り返

しになるんでこの辺でやめますが、ぜひ早目に慰霊碑、その建立を町にはお願いしたいと思

います。

  しかし、戸倉地区においても志津川市街地においてもなかなか復興の姿がまだまだ先だとい

うことで、人口の流出ますます加速します。戸倉地区においても亡くなった方も含めて500人

ぐらいの方がもう移転届を出して町外に出ています。そして、100世帯の方がもういなくなっ

ています。それは、町に住民の移転届を出したからであって、その予備軍の人たちがいっぱ

いいます。志津川の状況とて戸倉地区と私は変わらないと思います。

  そういった中で、亡くなった方の鎮魂もしない、商工観光が優先だ、そういったことを私は

考えていること自体が、町長、やはり方向性がちょっと違うんじゃないかなと。まち開き、

まち開きって今回の中でたくさんそのまち開きという言葉が出てきていますが、一体まち開

きって何なんですか。住民の再建がまち開きの原点だと私は思います。商工水産業復興した

からって本当にまち開きになりますか。そして、観光客がいっぱい来て、そういった事業が

いっぱいできて、町にお金が落ちて、それでまち開きになりますかね。まちって商店街形成

と住民形成が一体となって初めてまち開きじゃないんですか。その辺、もう一度お願いしま

す。
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○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 一貫して千葉議員のお話、この震災以来２年３カ月になります。２年３

カ月千葉議員のお話を聞いておりますが、その場その場で大変変わってくるんです。スピー

ドを上げろ、あるいはもっと住民形成を図れ、さまざまな分野で、千葉議員、大分意見が変

わってくる。私はやはり一番大事なことはこの復興でどういうふうに信念を持って取り組む

かということが私は大事だと思っております。その意味においては私は信念がぶれないでき

ているというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。

○１番（千葉伸孝君） 町長の考え、ぶれないのはいいんですけれども、状況が変わっているん

です。被災したあのときと。23年の3･11と状況が変わっているんです。南三陸町の町民が間

違いなく戻ってくるならいいんですけれども、今それが戻ってこなくて、ほかの別な土地に

どんどん移動していっています。

  町長の耳にもたくさん知っている人たちからそういった移動の話が聞かれているとは思うん

ですけれども、それに対して真摯に耳を傾けていけば状況状況で変わってくるのは当然だと

思いますが、それを最初から変わらないで信念を通すと言っていますが、果たしてそれでも

って住民の思いが町長に伝わっているかなと思うと、私は伝わっていないような気がします。

できれば住民にもっと耳を傾けてほしいと思います。

  こう言えば耳を傾けていると、仮設にも行っていると。行っていないところたくさんありま

すので、とりあえず私は私の知っている限りの町民の方々から聞いた話を町長にぶつけてい

ます。その状況が変わっていっているというのは、その町民の方々の声で私は把握できてい

ますので、被災後私はずっと一般質問を町長に続けていますが、その変わっている状況が私

の質問の中にはあると私は信念を持って言っています。

  今後も含めて町長には町のあり方、復興の進め方、そのことについて今後も町長に向けて提

案していきたいと思いますので、これで質問を終わります。

○議長（後藤清喜君） 以上で、千葉伸孝君の一般質問を終わります。

  ここで暫時休憩をいたします。再開は２時40分といたします。

     午後２時２４分  休憩

                                           

     午後２時４０分  開議

○議長（後藤清喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  14番議員が退席しております。

  通告５番、鈴木春光君。質問件名１、農林業の再生とさらなる振興策は。２、町道入谷横断

線の修復拡幅整備は。３、新しいまちづくりへの防災減災の万全策は。以上３件について、

一問一答方式による鈴木春光君の登壇、発言を許します。12番鈴木春光君。

     〔１２番 鈴木春光君 登壇〕

○12番（鈴木春光君） 私たちに与えられている議員任期も150日、５カ月を切ってしまいまし

た。集大成を考えながら議員の特権でございます一般質問、議長の許可をいただいておりま

すので、行います。

  質問事項でございますけれども、農林業の再生とさらなる振興策はということで町長にお尋

ねをいたしたいと思います。

  南三陸町の耕地面積1,210ヘクタール、1,210町歩ほどあるわけです。被災面積が350ヘクタ

ールが査定面積としてさきに報告されておったわけでございます。被災した水田、畑地など、

復旧から復興へと徐々に徐々に再生に向けて進んできておられますが、ご承知のように津波

で農機具を失ったり、就農者の高齢化、担い手不足などで農業の再生は厳しい状況にありま

す。さらには、放射性セシウム汚染、風評被害等々で農家は困惑しておる状況にあります。

農林業再生の緊急性、さらなる振興策ということで、耕地被害面積の比較的大きい水戸部、

在郷地区に的を絞って伺うものでございます。

  その１として、戸倉水戸部在郷地内瓦れき処理施設プラント解体後の跡地活用についてであ

ります。バイオエネルギーを生かした農林業の新たな再生振興策はということと、さらに関

連で、６次産業化施設整備で雇用の創出と産業基盤を生産の保障が農業を守ってくれる農林

業のモデル、災いを転じて福となすという言葉もございますけれども、整備体制はできない

ものか伺いたいと思います。

  登壇からの質問といたします。よろしくお願いします。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、集大成のご質問ということでございますので、丁寧にゆっく

り答弁をさせていただきたいと思います。

  それでは、鈴木春光議員の１件目のご質問でありますが、農林業の再生とさらなる振興策に

ついてお答えをさせていただきますが、まず、ご質問の１点目、戸倉水戸部在郷地内瓦れき

処理施設プラント解体後の跡地利用についてでありますが、さきの千葉議員のご質問にお答

えしましたとおり、当該土地は宮城県が関係地権者から借地をいたしてございまして、瓦れ
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き処理作業完了後は順次施設の撤去を進め、来年３月末には関係地権者の方々に借地前の状

態と同じ形で返却する予定であるというふうに伺っております。

  また、返却された農地の営農につきましては、一部農家の方が園芸作物を栽培する予定であ

るというふうにお聞きをいたしております。

  次、２点目のご質問、バイオエネルギーを生かした農林業の新たな再生振興策についてです

が、バイオエネルギーの利活用につきましては昨年度木質バイオマスの検討を実施をいたし

ておりまして、木質ペレットを利用した熱エネルギーの有効性を確認しているところであり

ます。この木質バイオマスにつきましては、未利用間伐材、製材所端材、菌床等の活用が可

能であるため、間伐材の搬出による森林所有者の所得の向上と森林環境の改善が図られると

ともに、製材業者及び特用林産生産者のコスト削減が期待をされているところであります。

  また、木質バイオマスは一般の化石燃料に比べ安価であることから、農業用ハウス等のボイ

ラーに利用することにより、昨今の化石燃料高騰対策にも有効であると考えております。

  今後も農林業関係者の経営改善の向上に資するため、積極的にバイオマスエネルギーの利活

用を図るべく、生産、供給、活用の各体制の確立に向け、行政としての具体的な支援を検討

していきたいというふうに考えております。

  次に３点目のご質問、６次産業化施設整備で雇用の創出と産業基盤を生産保障が農業を守っ

てくれる農林業のモデル整備体制ができないかについてお答えをいたしますが、農林業生産

物の６次産業化につきましては一昨年、昨年と地域の農業生産団体によりみそ加工等の加工

場が建設され、新たな地域雇用の場として活動いたしております。このような６次産業化へ

の取り組みにつきまして今後も一層推進してまいりたいと考えております。

  農業における生産保障につきましては、さきの政権時に打ち出された農業者個別所得補償制

度があり、平成25年度におきましては経営所得安定対策として実施されており、米、麦、大

豆等の販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を補償する制

度がございます。

  いずれにしましても町単独によるモデル整備の構築につきましては難しい面があろうかと思

いますので、今後も国の方針等を注視しながら考えてまいりたいというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） ただいまは町長から懇切丁寧に、しかもゆっくりと内容が理解できるよ

うにお話をいただきました。しかも、その答弁は前向きな考え方であられるなというふうに

思いますが、若干違っているところを少し述べてみたいなと、そんなふうに思います。
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  と申しますのは、瓦れきの処理、順調に進みまして、当初はご報告あったとおり26年の３月

あたりまでかかるんだというようなお話でございましたけれども、いろいろ調査をしてみま

したところ、非常に早まるんじゃないかなというような情報も収集してまいりました。

  つまり、私がお訪ねしたいのは、そういう状況の中でプラント外の施設設置、敷地面積が

22.3ヘクタールあるんだそうでございますけれども、解体後の跡地、ただいまご答弁あった

とおりでございますけれども、さらなる、解体しないでその施設を利用するとか、そういう

ことができないものかなと。

  ただいま前者と同じような答弁の中で、県の施設として県が地権者との貸借を結んであるも

のだと、そして、その約束は原形復旧して地権者に返すというようなことでございますけれ

ども、そういう、たしか総工費220億円ほどかかった施設でございますけれども、それを果た

して解体して返して、その跡地をどういうふうにするかということが問題だろうと思うんで

すけれども、その辺はあくまでも返すんだというようなことのお話でございますけれども、

さらに一歩進めて何か考えられないものか、その辺の考えがないものか、まずもってお尋ね

したいなと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 前者に答弁したものと重複してしまうんですが、基本的には、鈴木議員

もとくとご承知だと思いますが、この土地の契約をする際には来年の３月31日まで原形復旧

してお返しするという、そういう契約のもとで地権者の方々と契約をいたしてございますの

で、そこはやはり当初の契約どおりということが進むだろうと思います。

  ご案内のとおり、今回農地に戻した後に菊の鉄骨ハウスと、それからパイプハウスを使って

栽培を展開をしたいという方々もいらっしゃいますので、基本的にはそういう状況で今推移

をしているということだけはお話をさせていただいて、町としてその土地をどう利用するか

ということについては現時点としてはこれは非常に難しいというふうに認識はいたしてござ

います。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） 新しい施策としても、あるいは農業の振興施策としても施設による菊の

栽培等々がただいまお答えでわかるわけなんですけれども、つまり、あそこの220億円かかる、

220億円ですよ。これはちょっと考えられないぐらいのまず予算というか、経費だったと思う

んです。そういうものを、繰り返すようですけれども、復田あるいは畑地に返して米づくり

あるいは豆づくり、ソバづくりに変えたにしてもなかなか大変なんで、今そのお答えの１つ
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の中で施設栽培ということが出ましたけれども、施設栽培であっても例えば亘理町のイチゴ

栽培、それから石巻の被災地農家で、法人組合をつくったのか集落単位で経営をやっている

のかはわかりませんけれども、そういう収益性の高いものにしていかないと、つまり農家所

得を上げるような体制組みの指導をしていかないとだめでないかなと。

  その中に水耕栽培があったと。その水耕栽培というのはなぜかというと、清水建設のある担

当官はそういう水耕栽培を考えてもいいんじゃないかなと。と申しますのは、あそこヤダマ

ルという奥深い山があるんですけれども、そこから流れてくる清流はその水耕栽培に最も適

しているんじゃないかというような見通しだと思うんです。

  それから、土盛りをした場合にどうするかといったときに、これはやはり土耕栽培です。そ

れは、同じ施設をつくるにしても土耕栽培の果物に対する味わいというのは水耕栽培とは殊

違ったものがあるというふうに私は認識し、そういう方向性がいいのかなというような思い

でございます。

  そういうことと、そのバイオマスの発電装置があそこにあるんだそうでございますけれども、

それは１日330キロワットの発電をまず蓄電しているというようなことを聞いております、

  それから、答弁の中にもありましたけれども、瓦れき等の処理が終わっても当町には森林資

源がある。町長の答弁のとおりでございます。南三陸町は山林資源が現在70から80ぐらい山

林地域なんですよね。そういうことからすると、やはり素材として扱う通称南三陸杉、売り

出しているんですけれども、その使われない部分、あるいは松くい虫、ご存じだと思うんで

すけれども、ことしぐらい目に見えて食害されている松はないぐらい蔓延しているんです。

そういう資源をいかに活用するかで林家には幾らかでも所得を増すようなこと。

  それから、施設栽培をすることによって農家所得の向上ができるということを、契約はもと

の田んぼにして返すということでございますけれども、この話の進め方だと思うんですけれ

ども、雇用、自分たちが現在雇用も、あそこで働いている人が非常にあるんだそうですけれ

ども、400人ほど使っているそうです。あそこの在郷地区の施設だけで400人です。だから、

そういうところをやはりよく話し合いをして、その方向性を考え出したらいいのかなと。

  しかも、清水建設ではそのバイオマス施設を、もしですよ、本当にそういう前向きに取り組

むとするならば、移管してもいいですよという考え方も実際に持っているわけですから、そ

ういうところをひとつやってほしいなと。

  つまり、農業の先端を行くような、あるいは農業の時代が要求する大きな課題だと、ここが

転換期じゃないかなというふうに思いますけれども、こういう考え方はどうでしょうね。
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○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 大変、今おっしゃるように220億円という大変多額のお金をかけて二次

瓦れき処理の建設をしたと。それだけの金額をかけたからこそ予定どおりのスケジュールの

中で瓦れき処理も終了できるということですので、そういう意味においては大変ありがたい

施設だったなというふうに思います。

  今、１点目と２点目はちょっとかぶっているんですが、ある意味木質バイオマスにつきまし

ては先ほどもちょっとお話ししましたように、当町として８割が森林ですので間伐材等含め

まして、そういった木質バイオマスのエネルギーを利活用できないかということについては

実証実験をこれまでやってございます。それをエコタウンというまちづくりを標榜している

この南三陸町でございますので、その辺の取り組み方ということについてはこれからも検討

は続けていきたいというふうに思いますし、それと、今清水建設さんが持っているバイオマ

ス発電機、それを結びつけるというのはなかなか難しいところがあるというふうに思います。

  特に、清水建設さんがどういうお考えを持っているかというのは鈴木議員がお聞きしたと思

うんですが、しかし、そこには基本的には県と地権者との契約というものが最優先になるわ

けでございますので、そこで清水建設さんがどういうお考えでそういうふうなお話をしてい

るかちょっと私もはかり知れないんですが、基本的にはそういった当事者間同士の契約とい

うものが厳然として存在するわけでございますので、その辺はやはり我々としては尊重しな

ければいけないというふうな認識でいます。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） 400人もの雇用創出があって瓦れき処理も順調に進んだと。400人の雇用

ができなくても、つまり在郷地区では52名の犠牲者が出ております。さらには、250戸ばかり

あったんですけれども、そういう中での52人ですから大変な人数が犠牲になられたというこ

とでございますし、それから、あれだけ平地にしていたところをさらにどうするかといった

ときに、皆さんはどういうふうに返答が返ってくるかわかりませんけれども、ぜひこの農業

関係者と相談をしながらあそこで時代におくれをとらないような、あるいは農業で生活がで

きるような、その収益性が得られるような経営の指導といいますか、あるいはそういう提案

をしていくということ、そして、農業をしない若い人たちでもそこに住まれるようにやはり

考え直したらいいかなと。

  この敷地のほかに向こう側は基盤整備をして田んぼに復田するということのようですけれど

も、米の値段を考えますときに、さらにはＴＰＰの、先ほども前者の質問の中で出ましたけ
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れども、ＴＰＰが入ったら米の値段はどういうふうになっていくかというと、ご存じかと思

いますけれども、現在、今一等米で6,200円です。30キロ。60キロで１万2,400円、500円です。

これは生産費に追われてどうにもならない現実があるわけです。この値段では。かつて私が

農協に勤めていたとき、２万4,000円です。一番高かったのが。60キロの俵を担いだ経験もご

ざいます。そういうようなことに返すようなことをやはり考えなければならない。

  そして、その生産されるものがこういうグローバル社会にあってどういうふうにしたらいい

かということになると、やはり地域にも６次産業化を目指した施設が必要になってくるわけ

です。通称アベノミクスは、安倍首相は10年後に農業所得を倍にするという話ですけれども、

安倍の倍は倍増の倍ですけれども、そういう意味で言っているのかなと。

  10年間農家は今どうして暮らしたらいいかということを考えてみてください。10年間どうし

て暮らしたらいいか。本当は大変な時代なんです。農家だけではないと思うんですけれども。

やはり国の施策も私から言わせると農は国のもととか礎とかと、こういうふうに言われるん

ですけれども、こういう言葉を引用したのは今まで３年半の任期の中で３回と４回と言って

きているわけですけれども、そういう基礎固めがやはり農業にあってほしいなというふうな

思いでございます。

  そういうことからすれば、やはり攻めの農業政策ということからすれば、そういう今の時代

にやはり農家が所得を上げられるような品目と施設等々でやはり農家を救ってやる。それを

あれだけの基盤整備、整地された上に建物が建てられるわけですから、そういうような方法

がぜひやはり町としても手助けをしてほしいなというふうに思います。

  特に７月には環太平洋連携協定ですか、ＴＰＰが実施されるということ、正式に参加するわ

けでございますから、そうなったらば中山間地農業あるいは南三陸町農業、これは本当に危

機感を感じ取った施策を講じなければならないんじゃないかなと、そんなふうに思いますん

で、それで、どうです。このモデルケースとしてただ県との貸借の契約条項がそうであると

いうようなことだけでなくして、就農者なり地権者なり、あるいは担い手なりに自分たちが

勤めてもいいんだとか、あるいはそれを受け入れるというか、誘致企業になると思うんです

けれども、そういうような形も対策として何かないものかなというふうな思いで質問をして

いるわけなんですけれども、どうでしょう。

  こういう世界情勢の中で、あるいは国策の中で、どうしたら南三陸町農業が生きられるかと

いうようなことを考えた場合に、水戸部在郷地区の跡地の活用が南三陸町のモデルケースと、

いや宮城県のモデルケースになるような対策、施策が私が必要不可欠なものではないかなと、
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そんなふうに思うんですけれども、その辺、町長、どういうふうに感じ取られておられるか、

お考えを伺います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） お話の趣旨については理解をしてございます。いろいろな水耕栽培等含

めてこういう展開があるんじゃないかというふうなお話はまさしくそのとおりだというふう

に思います。

  ただ、先ほど来お話ししておりますように、あそこの土地につきましてはこれまで、さっき

の答弁でもお話ししましたが、地権者の方々と３回も話し合いをされておりまして、方向と

すれば農地として原形復旧でお返しというふうなことで、大体地域としてお話がまとまって

きているということでございますので、その場所に町として主体的にというわけにはなかな

か現時点としては難しいという現実がございます。

  その話し合いの内容につきましては担当参事のほうからお話をさせていただきますが、あと、

それともう１つ、水耕栽培については震災以降二、三お話がございました。結局その販路の

問題等含めまして、あるいは技術の問題等含めまして、結構大学で研究した方々ですのでそ

こまではいいんですが、頓挫したのは、実はその施設をつくるのに国のいろいろな補助制度

を使おうと思ったんですが、結局該当にならなかったということがございまして、結果とし

てその方々も断念ということがございました。

  ですから、ある意味土地があればいいということではなくて、ちゃんと水耕栽培する、ある

いはいろいろな栽培をするにしても、少なからずともそういったイニシャルコストといいま

すか、いわゆる初期投資の分、この部分をどう解決をするかというのが多分大きく影響して

くるだろうと。それが結局先ほど言いましたように頓挫してしまったという経緯があるとい

うふうに思います。

  それからあと、６次産業化の３番目の話にもなっておりますが、ある意味さまざまな取り組

みがなされているということは先ほどもちょっと申しましたし、それから、現実に鈴木議員

が亀の尾を使ってやった事業については、まさしくあれは６次産業化でございます。あれも

つくってお酒にして、もう即完売という大変な成果を得たわけでございますんで、ああいう

ものも展開の１つだというふうに私は認識をいたしております。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 地域とのお話し合いの現在の状況でござい

ますけれども、清水建設、それから県の廃棄物対策課、そちらの主管とする部署の方々と同
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席をさせていただきながら、地権者の方々とお話し合いを繰り返しております。

  町長申し上げましたとおり、基本的には個人の土地ということで、個別に農家の方々に原形

復旧でお返しするという方向にはなっておりますが、あとの営農の部分につきましてはなか

なか現状の中で誰がその復旧した農地を耕すのかという部分については、まだ地域の中では

合意形成ができておりませんので、今後もそういった営農の部分につきまして町としてもし

っかり中に入って支援をしてまいりたいと思っております。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） 非常に難しいことだろうというような思いはいたしますけれども、繰り

返しになるかもしれませんけれども、米の値段をとってみても野菜の値段をとってみても大

豆の値段をとってみても、つくってみなければわからないその収益性です。ほとんど今の経

営状態ではないわけです。どこの農家に聞いても恐らくわかると思うんですけれども、そう

いうときに、例えば先ほども述べましたけれども、亘理のイチゴ産地、あれだけの被害を受

けてまた復旧に、復興に取り組んだわけです。

  やはり、農業の姿もそういうような形に変えていかなければ時代趨勢の中でやはり波に乗る

ことができないんじゃないかなと。津波に乗ることはできても社会情勢に乗ることはできな

いのかなと。そんなふうな思いからこういう提案をしているわけなんですけれども、何回も

言うようですけれども220億円かけたあの敷地をどう活用したら戸倉、水戸部、在郷の人たち

の農業の振興がなされて所得が増していくかということにつなげられないかなというのが私

の考え方なんです。それがやはり先端を行く農業の技術として南三陸町を牽引していくモデ

ルになるんじゃないかなという考え方なんです。

  そういうことで、ぜひこれは、返すのが原則だという話ですけれども、説明の中で例えば10

アール当たりの米の値段とイチゴの値段とトマトの値段、菊の値段です。菊の話が出たから。

菊なんかは私も菊栽培やっているんですけれども、表彰を受けるぐらいの良質の菊を生産し

ても菊は余り収益性がないです。収益性というか、採算性がとれない。そういう意味合いで

はイチゴ栽培のほうは。菊はぎくぎくするだけだから。菊をつくると。

  だから、そういう意味合いでは、やはり亘理町のような先進地、石巻のような先進地の農業

経営を参考にしながら南三陸町の農業の姿というものを変えなければならないとき、これが

今。今やらないでいつやれるですよ。今やらないでいつやれる。チャンスですよ、チャンス。

そういうことを考えなければならないんじゃないかなというふうに思います。

  この辺、例えば３回の説明会があって、その地権者は返して復田してもらう、返してもらう



１００

ということのほうが多いというような話でございますけれども、そこがやはり指導機関とし

てアドバイスする必要性があるんじゃないかなと。清水建設、解体して撤去する仕様をこれ

でつくりなさいともしやるとしたら、応援するかもしれませんよ。清水建設は。

  清水建設以上清い水がヤダマルから流れているそうです。これは清水建設の職員が言ってい

ました。清い水がヤダマルから流れている、こんこんと湧き出る泉は清水の清水よりも清い

水だと言う。そういうところでつくりなさいという、これはいい農産物がとれるんじゃない

ですかということなんです。ぜひそういうふうな前向きな姿勢で、前向きな答弁をいただい

ておりますんで、前向きなひとつ考え方で取り組んでほしいなというふうに思いますし、そ

のバイオの、森林の関係になるんですけれども、資源が８割もの山林資源を持っているわけ

でございますから、ぜひこういうものを松くい虫に食われる前に資源としてやはり活用すべ

きだと。

  そして、加温施設が必要な場合にはこのバイオマスのエネルギーで加温施設をつくるとかい

うふうな形、こういう皆この３問は連携するわけなんですけれども、そういうようなことと

か、その生産されたものを６次産業化、つまり加工まで持っていくような施設設備をすれば

22.3ヘクタールあるそこの面積が有効活用できるんじゃないかなというような思いからの提

案でございます。220億円かけて、とにかく持ち去れというんでなくて、いま少しこれ相談し

てみる必要性があるんじゃないかなというふうに思います。

  30分ずつかかると、３問ですからちょうど１時間半なんですけれども、30分経過しましたか

ら次に入りますけれども、いま一度ただいまの考え方、質問に対してご答弁をいただけたらなと

いうふうに思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 繰り返すようで大変恐縮ですが、思いは十二分にわかるということは何

回もお話ししてございます。ただ、何回も繰り返しますが、基本的には我々の土地でもござ

いませんので、その契約の条項上はやはりお返しをするということになっておりますので、

そこはあとはいろいろな会議あるいは話し合いの中でどういうふうな方向性が見つかるのか

ということを我々としては模索をする、そういうふうな方向はあると思います。

  しかしながら、あとはある意味ＪＡのほうです。ＪＡがあとどうそういった今鈴木議員がお

っしゃったようにこういった収益性の上がる作物をどうするのかとか、そういうものを営農

指導をするというのはやはりＪＡに、これはやはりある程度我々としてもそういった情報も

含めて求めていきたいというふうに考えておりますので、いずれ思いは受けとめさせていた
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だいて私の答弁は終わらせていただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） それでは、次の町道入谷横断線の修復・拡幅整備はできないものかとい

うことでお尋ねをいたしたいと思います。

  入谷を横断する基幹道といいますか、それは１号線から２号、３号、４号、ほかの線と、基

幹道はこういうふうにあるんですけれども、ご存じだと思うんですけれどもセンターライン

も引かれないような狭い道路になっておるわけでございます。

  さらには、たしか、震災の影響もあったのかなというような思いの中でお尋ねしているわけ

なんですけれども、ひび割れあるいはでこぼこ、段差あるいは穴が日増しに大きくなってい

る箇所等々ございます。あるいは、こういう状態の中を、震災の後遺症でございますから、

やはりそういったものであれば計画的に修復あるいは拡幅ということを考えられないものか

なというふうな思いでお話をしている、これをお伺いしたいなというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、２件目のご質問であります。町道入谷横断線の修復・拡幅整

備についてお答えをさせていただきます。

  町道のひび割れや路面のでこぼこ、段差の修復工事につきましては、震災以降、緊急雇用に

より雇用いたしました作業員による直接の補修に加えまして、町単独費を用いまして道路管

理委託を町内業者と契約をいたしまして、主に路面の維持修繕などの道路の維持管理を行っ

ております。

  ご指摘のとおり町内全域において生活道路のひび割れや段差等の箇所が目立ってきている状

況にございまして、危険度や交通量、利用者の安全等の利便性をも考え、緊急度の高い道路

から順次舗装補修を実施しておりますので、今後も継続して行ってまいりたいと考えており

ます。

  次に、入谷横断線の拡幅整備についてでありますが、町道横断１号線につきましては本年度

当初予算におきまして調査費を計上しているところでありまして、今後補助事業に係る事業

採択に向けて調査に着手をするということにしております。

  今後の道路整備につきましては、各種補助事業を活用しながら、被災を免れた道路の整備を

含め、道路網の再構築を検討していきたいというふうに考えております。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） まさにご答弁のとおり、震災後、特にひび割れ等々あるいは穴あき、段
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差等は、課長おわかりだと思うんですけれども、松倉線あるいは横断基幹線の中では童子下

から岩沢線に抜ける基幹道路の、あれは２号線になるんですか、３号線ですか、そこなどは

この間砂利を敷いていただいたということで地元の人はわかっているんだけれども、舗装さ

砂利ということでじゃなくて、なぜ舗装にできなかったのかなというふうに思ったんですけ

れども。

  これ地元の人ならず、行政区長会から等々要望があって、ぜひここを早めて直してほしいん

だというような話がありまして、今回道路族ではないんだけれどもこういうような質問をし

ております。まず、基幹道路であり、さらにはこれは地元の生活道路であり、さらには復興

に向けた大型ダンプが土運びのために非常に往来しているわけです。

  そういうことからして、当然壊れていく状況が目立ってきているのかなというふうに思いま

すけれども、ただいま申し上げましたとおり松倉線あるいは岩沢線、この辺を早急にできな

いものかどうか、まずもってお聞かせいただきたいなと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 先ほどもお話ししましたように、生活道路につきましてはひび割れ、そ

れから段差の問題等々についてあるのは十二分に私も承知をしてございます。町管理の町道、

総延長、今は約290キロございまして、そのうち被災をした道路が30キロ、被災をしていない

道路が260キロぐらいございます。したがいまして、その260キロという大変途方もない町道

を優先度、危険度の高い順番に優先度を見ながら今維持修繕、補修をやっているという状況

でございますので、それぞれの地域におきまして大変こういう悪い道路状況の中で町として

維持管理がなかなか届いていないというふうなお声もいただくのは十分に私は承知いたして

おりますが、今言ったようにまず260キロという大変長い距離を町道として管理しております

ので、そういった分野を徐々に今修繕をしているということですので、いずれその辺の皆さ

ん方の部分についてもいずれ修繕補修ということで回っていくというふうに思いますが、あ

とは今具体の地域につきましては担当課長から答弁させたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 今、町長の話があったとおり、260キロほどが被災を受けないとい

うことになっておりますが、実は国の査定を受けないまでも一定の被害を受けているという

状況のものも含まれての260キロでございます。これまではその辺を優先的にさせていただい

ているという状況でございます。

  それで、今お話にあるとおり、その後瓦れきの撤去であったり、それから土砂の運搬であっ
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たりして、これまで使用しなかった道路がそういう復興事業の車両が多く通るようになって

まいりまして、大分道路が傷んできている状況でございます。建設課としまして町全体がど

ういう状況にあるかまだ把握していない点もございますので、現地も含め再度調査をしなが

ら、優先順位等を決めながら計画的にその補修をしていきたいというふうに考えております。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） ぜひ前向きに調査をして、優先順位の先頭になるように入谷横断線含め

て道路の何をしていただきたい。これ波をかぶらない分だけでなくて、震災によって生じた

被害でございますから、ぜひそういうふうなことも勘案しながらやっていただきたいと思い

ます。

  さらに、地盤沈下によりまして天神の明神橋といいますか、それから砂沢の橋、一部手直し

されましたけれども、地盤沈下で段差ができていると、これも手直しすべきであろうと思い

ます。

  さらには、お話を何回かしてまいりましたけれども、鏡石橋の、あれは角角が大きくカーブ

しているんですけれども、あそこの隅切りというんですか、そういうものが国道398号線から

志津川から来る分はいいんですけれども、米谷から来る分の入り口が大きくカーブして入ら

なければならない。

  特にそういう箇所で事故が何回か起きていますし、誘発するカーブあるいは隅切りがあれば、

そういう危険度も取り除かれるんじゃないかなという思いから、この辺も早目のやはり県な

り国なりに申請をいたしまして手直しあるいは修復といいますか、そういうものにかかって

ほしいなと思いますけれども、この辺はどうなんでしょうね。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） １点目の地盤沈下や段差でございますが、当然そこに支障がある、

それから安全が保てないということであれば段差の解消には努めていきたいというふうに考

えております。

  それと、端の隅切りの問題でございますけれども、私聞いておりますのが奥の道路改良する

ときに隅切りがなかなか難しいので大きく迂回をして道路を改良するというふうに聞いてお

りました。工事が終わってその辺は解消しているものだという認識でございます。

  それから、実際隅切りをする場合、当然現在かかっています橋については町が施工したもの

ではなくて、当時国なり県が施工した橋だというふうに思いますが、隅切りをする場合その

構造を調べて十分対応できるような構造であるということを証明しながら県の許可を得ると
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いう手続になると思います。残念ながら図面等がなくて橋の構造そのものがよくわからない

状況でございます。この辺につきましてはそれなりの調査をしないと現在どういう断面にな

っているか、どういう鉄筋が配筋されているかもわからないことでございますので、これは

少し時間はかかるんだろうなというふうに考えております。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） 橋の段差につきましても早急に調査をして対応していただきたいと思い

ますし、その隅切りの分、ああいう設計しかできなかったのかと地元の人に言われるんです。

ああいう設計しか建設課に技術者がいないのかというようなお叱りを受けているんです。

  今それに手をつけられないから迂回をして大きく耕地を買い取ってやったと言いますけれど

も、それが仮につくっておいたぐらいにして、正規のいま少し見ても通ってもこれが本当の

やはり道路のつけかえだなとか、隅切りだなというふうな思いのするようなやはり橋にして

もらいたいんです。

  特に最近は公民館周辺あるいは農協周辺にいろいろな建物が建っておりまして、非常にバス

の往来等々が激しくなってきております。そういうときに、やはり高速道路を通ってきて米

谷のほうから入るにはあの隅切りがいかに重要な箇所であるかということをご認識いただい

て、調査して手続をして、そして直していただきたいなと、そんなふうにお願いをしたいと

思います。

  さらにいま一つ、さきの一般質問でもお話ししたんですけれども、入谷小学校通学路あるい

は拡幅整備も幼稚園バス、通学バス、毎日通うたびに毎日見ております。非常に幅員が狭う

ございまして、あるいはカーブするところがさきの補修工事で50センチぐらいは幅広くなっ

たか。今回はその支障となるような作業工場、倉庫、あるいは垣根といいますか、家囲い

等々も地権者に切ってもらったんです。だから、そういう拡幅していくに支障物が皆取り除

かれたといいますか、協力いただいていぐね等々も切ってもらったんですよ、課長。だから、

そういうところをチャンスとして、あるいは作業場、倉庫、そういったものを考えるんです

けれども、そういうことでぜひこれも考えてほしいなと。

  といいますのは、さきの23年の8･6の集中豪雨でそれこそその周辺、学校周辺の民家、皆床

下浸水です。４軒、５軒。ハウスに浸水です。そういった状況がありますから、子供たちの

安全性を考えながら、あるいは通学バス、幼稚園バスが容易に通れるような、そういう通学

路にしていただきたいなと、そういうふうな思いで毎日状況を見ておりますし、考えられる

点であろうというふうに思いますので、ぜひその辺も取り組んでいただきたい１つでござい
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ます。

  この辺はどの辺まで考えられておられるか、それをひとつ聞きたいなと、お聞きしておきた

いなと、そういうふうに思いますんで、お願いいたしたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） １点目のこれまで倉庫があって改良が難しかったという箇所でござ

いますけれども、現在、震災前の所有者と現在の所有者が違っております。ちょっと個人情

報もありますので詳しいことは申し上げられませんけれども、現在その方とお話し合いをし

ている最中でございます。工事をやることを前提にですけれども。そういう状況でございま

す。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） 前向きに取り組んでおられる様子でございますけれども、余り時間がか

かり過ぎますとまたあそこに建物が建てられる可能性もあります。現在建物がなくても幅員

が狭うございますんで、車が待っているんです。そういう状態が毎日繰り返されている。こ

れが通学路としての安全性からいいますといかに欠如しているかというようなことになりま

すから、ぜひ子供たちの安全通学という意味合いからも、あるいは通学バスもやっと通って

いるんです。行って見てみなければわからないから。町長はいつも車でだーっと行ってしま

うからわからないんだけれども、あれおりて歩いてみなさい。本当に狭うございますから。

  また、課長、４メートルしかないです。この間も行ってよく現状を見てきたんだけれども。

そういう箇所を優先してひとつお願いしたいなというふうに思います。

  いま一度、土地所有者と交渉中であるということでございますけれども、交渉がいつごろま

でかかって、いつごろから始められるのか、その辺見通しとしてもし聞かせていただければ

お願いしたいなと。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 見通し等についてはなかなかこの場所で、交渉事ですのでお話しできま

せんが、集大成のご質問でございますので前向きにあの場所はやっていきたいというふうに

考えております。今までご懸念の箇所でございましたんで、町としてもその辺はしっかりと

鈴木春光議員の思いをちゃんと遂げるということもございまして、やりたいと思いますので。

  ところで、桃の木は移動なったんでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） それは恐らくまだ、町長、気をつけて見て通過していないんです。それ
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はやはり執行部の皆さんの思いもあって、ひころの里へまず桜の木が植えられるということ

の中で、寄付行為はできないんだけれども親戚の方が「俺が持っていって植えるからどうだ」

と、「それならいいだろう」ということで、あれも桜の木を植える前に植栽してありますん

で、さっき言いましたけれども、いぐねも切って、これも当時旦那さんが大学病院に入院し

ていたとき大学まで見舞いしながら行って、了解してもらって切ってもらったんです。

  それから、桃の木も、花木です。花木というふうにいった桃の花木、それも移してあるよう

でございますし、さらにはあの杉の根っこあたりも掘ったらば何か古い、本当に新しい学校

に門口だけ広くして入り口を狭くしているものだから、新しい学校にふさわしい通学路、そ

ういったものがやはり子供の安全・安心、そういうものにつながっていくんじゃないかなと。

  あるいは、そういうセンターラインでも引いて交通指導するのもあそこは子供たちにするの

もいい場所かなと、そんなふうに思います。ぜひその辺を考えていただきたい、お願いした

いと思います。

  ３問目に移ります。

  新しいまちづくりの防災減災の万全策はということでございます。高台移転、復旧・復興に

向けて宅造が始まっておるわけでございますけれども、さらにそれらとあわせた防災減災の

施設等々も考えられておられるんじゃないかなというような思いからこうした質問、タイト

ルで通告しておりました。まずもってそれに対してのお答えをいただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ３件目のご質問、新しいまちづくりに向けた防災減災の万全策について

お答えをさせていただきます。

  ご承知のとおり、南三陸町震災復興計画において、東日本大震災における経験を踏まえ何と

しても人命を守るといった考え方のもと、住まいは高台に、そして逃げやすいまちづくり、

これらを防災減災に向けた柱として掲げているところであります。

  現在、本町が進めております公共施設や住まいの高台配置、加えて災害危険区域の設定等は、

今回の震災に見る最大クラスの津波に対し、逃げることを基本としつつ多重防御策の推進を

図り、被害をより最小限に抑える、いわゆる減災にも向けた施策として講じるものでありま

す。

  今後、比較的発生頻度の高い津波に対応すべく、防潮堤の整備といった防災施策を進めると

ともに、いかに被害を最小限に抑えるかといった減災施策について、津波災害に限らずハー

ド、ソフト両面にわたりより積極的に展開していくこととしております。
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  このほか、避難所、避難路の具体の設定等につきましては、今年度において進めております

南三陸地域防災計画全体の大幅な見直しにあわせ、必要な対応を図っていくところでござい

ます。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） これまたなかなか想定外の津波が来ると万全策ということも容易でない

と思いますけれども、最小限ご答弁のように例えば風水害、地震、津波の防災対策として防

災関係施設整備計画ということがとり進んでおるということでございますけれども、例えば、

何回か言ってきたんだけれども、まずもって逃げることが大切なんだけれども、その高台に

逃げるための津波避難道路というものが形として見えていない。２年３カ月ばかりたつんだ

けれども、見えていない。

○議長（後藤清喜君） 12番、ちょっとマイクを使ってください。

○12番（鈴木春光君） 余り声高いからマイクを使うとさらに高くなるんじゃないかなと思って

いるから遠慮しいしいやっているんだけれどもね。

  防災関係施設整備計画の中で津波避難道路、場所あるいは路線数とか整備年度、月日、そう

いったものはどうなのかとか、こういうものをお尋ねしたいと思います。

  あるいは、津波避難タワー、ビル、この辺は考えられておるのかどうか、考えられていると

したら何カ所ぐらいなのか。

  あるいは、指定避難場所は決まってあったんですけれども、今回の震災、津波でそこにも波

が乗ってしまったものですから、その辺の場所は決められたものかどうか。

  この辺、まずもって３つばかりお聞きしておきたいなと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 冒頭で申し上げましたが、今回のこのＬ２という大変な大津波の中で、

遷都といいますか、全く町を新しくつくり直す、そういうふうな状況の中で我々今復興事業

に当たっているわけでございますが、その中にあって先ほど来お話ししておりますように逃

げるということをまず第一義で考えようと。防災というよりも減災という考え方でこれから

のまちづくりを進めていくということでございまして、そこの中で具体に避難路をどうする

んだということも含めて地域防災計画を今策定をします。そこの中でしっかりとその辺の位

置づけを含めて定義づけをしていきたいというふうに考えておりますので、防災計画を今策

定を進めておりますので、それはひとつご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。
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○12番（鈴木春光君） ぜひ早目の、例えば避難道路等々は早めて何カ所かつくっておくべきだ

ろうと思います。

  それから、いま一つ聞いておきたいのは公共施設の高台移転、これをどういうふうに考えて

いるのか。ご存じのように消防防災センターが波に飲まれて、人命まで、消防士まで失った

という経過がございます。これは有事の際の司令塔ですから、やはりそういうセンターはい

ち早く考えられていいのかなと。どこに建てたらいいのかなと。

  あるいは、災害支援病院ということで、既に病院の建設等々の敷地は決定されてあることに

協議されてありましたからいいんですけれども、私たちが調査した中でやはりそういう病院

は、これは串本町の場合ですけれども、海抜53メートルの高台に移設したと、つくったとい

う、既につくったんです。だから、それは南海トラフの地震を予期して既にそういうふうな

体制を組んだということでございます。

  さらには、これも大切なことでございますけれども、逃げるにしても串本町の場合には想定

する波の高さは５メートルから６メートル、つまり南三陸町でチリ地震津波のときの波の高

さの想定で海抜53メートルのところへ移設したということが言われています。

  さらに、自主防災組織、逃げるというときに自主防災組織あるいは職員の配備体制、そうい

ったものが既に、これから策定するだろうけれども、防災計画の中にあったのかな、あるい

は入れておく必要性があるのかなというようなことで、この辺もあわせてお聞かせいただき

たいなと。つまり公共施設の高台移転ということでお尋ねしておきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 公共施設の配備等につきましてはこれまでも議会の皆さん方にもお示し

をさせていただいてきた経緯がございまして、その際にも説明をさせていただいております

が、公共施設等につきましては津波復興拠点整備事業等を活用いたしまして高台に移転をす

ると、そちらのほうに設置をするということでこれまでも説明してきたとおりでございます。

町として二度と災害で公共施設が被害に遭うことのないような、そういう地に建設をすると

いうことで進めてございます。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） ご答弁も簡略明瞭に前向きにしていただきましたことに感謝を申し上げ

ますとともに、ぜひそれを早めてやはり工事着工ができるような、そういう施策に持ってい

くことをお願いして私の質問を終わりたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 以上で鈴木春光君の一般質問を終わります。



１０９

  お諮りいたします。

  本日は議事の関係上これにて延会することとし、明20日午前10時より本会議を開き、本日の

議事を継続することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上これにて延会する

こととし、明20日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。

  本日はこれをもって延会といたします。

     午後 ３時５１分  延会


